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─────────────────────────────────────────── 

平成21年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第８日） 

                             平成21年３月18日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第８号） 

                        平成21年３月18日 午前10時00分開議 

 日程第１ 請願・陳情について 

 日程第２ 報告第１号 平成２０年度由布市土地開発公社の事業計画の変更を説明する書類の

提出について 

 日程第３ 議案第３号 由布市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について 

 日程第４ 議案第４号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 日程第５ 議案第５号 由布市営国民宿舎条例の廃止について 

 日程第６ 議案第６号 由布市個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第７号 由布市監査委員条例の一部改正について 

 日程第８ 議案第８号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第９号 由布市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 日程第10 議案第10号 由布市財政調整基金条例の一部改正について 

 日程第11 議案第11号 由布市市民運動場条例の一部改正について 

 日程第12 議案第12号 由布市体育センター条例の一部改正について 

 日程第13 議案第13号 由布市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正について 

 日程第14 議案第14号 由布市介護保険条例の一部改正について 

 日程第15 議案第15号 由布市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 日程第16 議案第16号 由布市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について 

 日程第17 議案第17号 由布市市営住宅条例の一部改正について 

 日程第18 議案第18号 由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正について 

 日程第19 議案第19号 由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

について 

 日程第20 議案第20号 宇佐市と由布市との証明書等の交付等に係る事務の委託に関する協議

について 

 日程第21 議案第21号 由布市と国東市との証明書等の交付等に係る事務の委託に関する協議

について 
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 日程第22 議案第31号 平成２１年度由布市一般会計予算について 

 日程第23 議案第32号 平成２１年度由布市国民健康保険特別会計予算について 

 日程第24 議案第33号 平成２１年度由布市老人保健特別会計予算について 

 日程第25 議案第34号 平成２１年度由布市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第26 議案第35号 平成２１年度由布市介護保険特別会計予算について 

 日程第27 議案第36号 平成２１年度由布市簡易水道事業特別会計予算について 

 日程第28 議案第37号 平成２１年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について 

 日程第29 議案第38号 平成２１年度由布市公共下水道事業特別会計予算について 

 日程第30 議案第39号 平成２１年度由布市健康温泉館事業特別会計予算について 

 日程第31 議案第40号 平成２１年度由布市水道事業会計予算について 

 追加日程 

 日程第１ 議案第47号 由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第２ 議案第48号 損害賠償の額の決定について 

 日程第３ 議案第49号 平成２０年度由布市一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第４ 発議第１号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書 

 日程第５ 閉会中の継続審査・調査申出書 

 日程第６ 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 請願・陳情について 

 日程第２ 報告第１号 平成２０年度由布市土地開発公社の事業計画の変更を説明する書類の

提出について 

 日程第３ 議案第３号 由布市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について 

 日程第４ 議案第４号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 日程第５ 議案第５号 由布市営国民宿舎条例の廃止について 

 日程第６ 議案第６号 由布市個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第７号 由布市監査委員条例の一部改正について 

 日程第８ 議案第８号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第９号 由布市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 日程第10 議案第10号 由布市財政調整基金条例の一部改正について 

 日程第11 議案第11号 由布市市民運動場条例の一部改正について 
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 日程第12 議案第12号 由布市体育センター条例の一部改正について 

 日程第13 議案第13号 由布市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正について 

 日程第14 議案第14号 由布市介護保険条例の一部改正について 

 日程第15 議案第15号 由布市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 日程第16 議案第16号 由布市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について 

 日程第17 議案第17号 由布市市営住宅条例の一部改正について 

 日程第18 議案第18号 由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正について 

 日程第19 議案第19号 由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

について 

 日程第20 議案第20号 宇佐市と由布市との証明書等の交付等に係る事務の委託に関する協議

について 

 日程第21 議案第21号 由布市と国東市との証明書等の交付等に係る事務の委託に関する協議

について 

 日程第22 議案第31号 平成２１年度由布市一般会計予算について 

 日程第23 議案第32号 平成２１年度由布市国民健康保険特別会計予算について 

 日程第24 議案第33号 平成２１年度由布市老人保健特別会計予算について 

 日程第25 議案第34号 平成２１年度由布市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第26 議案第35号 平成２１年度由布市介護保険特別会計予算について 

 日程第27 議案第36号 平成２１年度由布市簡易水道事業特別会計予算について 

 日程第28 議案第37号 平成２１年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について 

 日程第29 議案第38号 平成２１年度由布市公共下水道事業特別会計予算について 

 日程第30 議案第39号 平成２１年度由布市健康温泉館事業特別会計予算について 

 日程第31 議案第40号 平成２１年度由布市水道事業会計予算について 

 追加日程 

 日程第１ 議案第47号 由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第２ 議案第48号 損害賠償の額の決定について 

 日程第３ 議案第49号 平成２０年度由布市一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第４ 発議第１号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書 

 日程第５ 閉会中の継続審査・調査申出書 

 日程第６ 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（24名） 
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１番 小林華弥子君        ２番 髙橋 義孝君 

４番 新井 一徳君        ５番 佐藤 郁夫君 

６番 佐藤 友信君        ７番 溝口 泰章君 

８番 西郡  均君        ９番 渕野けさ子君 

10番 太田 正美君        11番 二宮 英俊君 

12番 藤柴 厚才君        14番 江藤 明彦君 

15番 佐藤 人巳君        16番 田中真理子君 

17番 利光 直人君        18番 久保 博義君 

19番 小野二三人君        20番 吉村 幸治君 

21番 工藤 安雄君        22番 生野 征平君 

23番 山村 博司君        24番 後藤 憲次君 

25番 丹生 文雄君        26番 三重野精二君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

13番 佐藤  正君                  

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 野上 安一君        書記 衛藤 哲雄君 

書記 馬見塚量治君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   教育長 …………………… 清永 直孝君 

総務部長 ………………… 大久保眞一君   総務課長 ………………… 工藤 浩二君 

財政課長 ………………… 長谷川澄男君   総合政策課長 …………… 島津 義信君 

収納課長 ………………… 佐藤 利幸君   監査・選管事務局長 …… 佐藤 忠由君 

会計管理者 ……………… 米野 啓治君   産業建設部長 …………… 荻  孝良君 

建設課長 ………………… 佐藤 省一君   水道課長 ………………… 目野 直文君 

農業委員会事務局長 …… 甲斐 裕一君   健康福祉事務所長 ……… 立川 照夫君 

子育て支援課長 ………… 宮﨑 直美君   健康増進課長 …………… 秋吉 敏雄君 

保険課長 ………………… 佐藤 和利君   環境商工観光部長 ……… 吉野 宗男君 
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挾間振興局長 …………… 後藤  巧君   庄内振興局長 …………… 川野 雄二君 

教育次長 ………………… 高田 英二君   消防長職務代理者 ……… 浦田 政秀君 

代表監査委員 …………… 佐藤 健治君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（三重野精二君）  開会前に、市長より報告事項がございますので、許可します。 

 市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。 

 昨日は大変な火災事故が発生しまして、議員皆さん方には現地までおいでをいただいて、そし

て、御視察をいただきましたこと、大変ありがたく思っております。大変ありがとうございまし

た。 

 大変痛ましい事故で、議員の皆さん方にも大変お心を傷めておられると思います。私からも、

御家族の皆様方に哀悼の意をあらわすために、ここで皆様と一緒に黙祷を捧げたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いします。それじゃ、黙祷をお願い

します。 

〔黙祷〕 

○市長（首藤 奉文君）  ありがとうございました。 

 昨日は、久しぶりに好天が続きまして、当時は風もあまりなかったことから、塚原、温湯とも、

待ちかねたように野焼きをしたところでございます。 

 事故は、午後の野焼きを開始した直後の１時３０分ごろに発生したようでございます。消防団

の話を聞きますと、ジェットシューターの水が少なくなり、水を補給するために消防車のある方

向に向っているときに、けが人出たとの報告で救急車を手配をしたとこでありますが、さらに、

死傷者がいるようだということで、２時２０分ごろにも、市、私どものところに報告が入りまし

た。 

 ３時に湯布院庁舎に対策本部を設置をいたしまして、現地へ駆けつけたところでございますが、

現地も混乱をしておりまして、警察の調べもあっておりましたので、まだ遺体もそのままの状態

で置かれておりました。 

 その後、４人の死亡が確認をされまして、負傷者も２名病院に搬送されたとのことでありまし

た。 

 乾燥注意報があったとは言え、風邪も穏やかで、まさか、このような事態になるとは予想もし

ていなかったと思います。事故の原因が何であったのか、これから明らかになっていきますが、

野焼きは大規模火災の予防、害虫駆除、植物の再生等重要な役割を持っておりますが、高齢化や
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人口の減少で、地区が野焼きを行うことの困難さも出てきております。今後、野焼きをどのよう

に維持していくのか、火入れ許可を出すにあたっての条件と行政側の検証も行ってまいります。 

 本日、現地で現場検証も行われておりますが、御家族の皆様方、そしてまた、地域の方々のお

気持ちを考えますと、私自身も大変胸が張り裂ける思いがしております。 

 今後につきましては、市を挙げて対応していく決意でございます。 

 以上、報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（三重野精二君）  皆さんおはようございます。今期定例会も本日が最終日でございます。

議員及び執行部各位には、連日の御審議、また現地調査等でお疲れのことと存じますが、本日も

よろしくお願いを申し上げます。 

 さて、昨日の湯布院塚原地区の野焼きにより４名の方がお亡くなりになりました。謹んでお悔

やみ申し上げる次第であります。ここで本議会開会に先立ち、犠牲になられました方の御冥福を

お祈りいたします。 

 私より、一言ごあいさつを申し上げます。 

 湯布院地域の野焼きは、牛馬の飼料用の野草の確保や、その野草を病虫害駆除から守るために

実施されていたものが、近年では畜産農家の減少により、飼料の確保から災害防止や草原景観の

保全のために、地元の管理組合などにより、この時期に毎年実施されています。このたびの塚原

地域の野焼きも、今年の天候不順により、再三にわたる延期の中から、野焼き当日の前後の天候

を見据えて、昨日の実施となったとのことをお聞きいたしました。湯布院地域で、この野焼きが

始められて以来、恐らく初めての大惨事と思います。お亡くなりになられました４名の方々に謹

んでお悔やみを申し上げるとともに、懸命に治療を続けられているお２人の方々の、１日も早い

回復を念じたいと思います。 

 なお、昨日は所用がありました議員を除き、ほぼ全員に近い議員が湯布院庁舎に設置の対策本

部、そして、実際に現地に駆けつけ、その実情をつぶさに調査し、地元の関係者をお励みをいた

だいたことに感謝を申し上げる次第であります。 

 今後、日程が確定次第、議会としての対応を皆さんと協議したいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 それでは、本日の本会議のただいまの出席議員数は２４人です。佐藤正議員より、欠席届が出

ております。執行部の、昨日、火災対応に伴い、副市長と湯布院振興局長の欠席がございます。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 執行部より市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第８号により行います。 

 ここで、議案第３９号について執行部より訂正の申し出がありますので、説明を求めます。 
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 マスコミの方は、済みませんが、傍聴席にちょっと場所を変えてほしいと思います。 

 健康増進課長。 

○健康増進課長（秋吉 敏雄君）  健康増進課長です。議案第３９号平成２１年度由布市健康温泉

館事業特別会計予算書の差しかえをお願いをいたします。 

 正誤表について御説明いたします。 

 配付につきましては、３９号の予算書と、それに基づきます正誤表を配付してございます。 

 正誤表について御説明を申し上げます。 

 財源内訳の特定財源のうち、その他の財源２７万円を減額し、一般財源を２７万円増額するこ

との訂正であり、また、議案書の文言を一部削除しております。 

 今後このことのないよう気をつけますので、よろしく差しかえ方をお願いいたします。（発言

する者あり） 

○議長（三重野精二君）  健康増進課長、今の答えてください。（発言する者あり） 

────────────・────・──────────── 

○議長（三重野精二君）  それでは、日程第１、請願・陳情についてを議題とします。 

 本定例会において付託いたしました請願４件及び前期定例会にて継続審査の請願３件、陳情

１件につき、各常任委員長に審査の経過と結果について報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、新井一徳君。 

○総務常任委員長（新井 一徳君）  おはようございます。 

 まず、昨日、湯布院町塚原地区恒例の野焼きで亡くなられた４名の方々の安らかなお眠りをお

祈り申し上げます。御遺族皆様のお嘆きもいかばかりとごあいさつ申し上げます。謹んで御冥福

をお祈り申し上げますとともに、けがの治療で入院されています２名の方々の１日も早い回復を

お祈り申し上げます。 

 それでは、請願いきます。 

 さきの１２月議会で本委員会に付託され、継続審査の請願受理番号１８、日本政府に対し、日

米地位協定・裁判権放棄の日米密約の公表・破棄を求める意見書の提出を求める請願について。 

 本委員会は、平成２１年３月１３日に、庄内庁舎３階会議室において、総務委員全員の出席の

もと、慎重に審議をいたしました。 

 この請願は、著しく重要と考えられる事件以外は、日本政府が一時裁判権を放棄するとした日

米密約文書がアメリカの国立図書館で見つかったことから、この密約の公表と破棄を求める意見

書の提出を求める請願であります。 

 継続して審査をいたしましたが、請願にあります密約文書について日本政府は否定している状

況であることから、意見書の提出はしないことに決定いたしました。 
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 審議の結果、全会一致で不採択とすることに決定いたしました。 

 以上であります。 

○議長（三重野精二君）  次に、文教厚生常任委員長、溝口泰章君。 

○文教厚生常任委員長（溝口 泰章君）  おはようございます。 

 報告の前に、先日の塚原の野焼きで亡くなられました４名の方の御冥福並びにお２人のけがが

１日も早く御回復なさりますように、お祈り申し上げる次第でございます。 

 文教厚生常任委員会に付託されました陳情１件を、審査の結果、以下のとおり決定しましたの

で、会議規則第１３６条第１項の規定により報告いたします。 

 審査の日時、場所、出席等は配付の資料のとおりでございます。 

 本陳情は継続審査となっております。受理番号が５、受理年月日２０年１１月２６日、件名は、

インフルエンザ菌Ｂ型ワクチン（Ｈｉｂワクチン）の無料化に関する陳情でございます。 

 委員会の意見を述べます。 

 細菌感染による髄膜炎のヘモフィルスインフルエンザ菌Ｂ型感染症は、日本では５歳未満の罹

患率が１０万人当たり８人から９人で、年間６００人の乳幼児が罹患します。うち２５名が死亡、

１２５名が寝たきりや発達障がい、難聴などの後遺症を残す感染症です。Ｈｉｂワクチンの摂取

によって、米国ではＨｉｂ髄膜炎の発症は９９％減少しています。 

 しかし、このワクチンは、日本では昨年１２月に発売されたばかりで、６万人の流通しかなく、

その増加見込みはないとのことです。発売前の段階では、厚労省の予防接種に関する検討会の中

間報告で、我が国の学会、小児科医の間で、Ｈｉｂワクチンへの期待が高まっている一方で、海

外で使用されているワクチンの中には副作用の多いものもあるとの報告もあり、厳重な市販後調

査を実施して、安全性に配慮した上で、予防接種体制を整える努力が必要であり、今後、この疾

患の重篤性、発生頻度を十分に勘案した上で、さらに、安全性、費用対効果等の治験を収集する

必要があると発表されています。 

 委員会の審査の過程で、由布市としては医療機関と協議を進め、早期に情報の収集を行い、県

下自治体との連携のもとでワクチン接種の必要性を判断し、その結果として無料化あるいは助成

の制度、制度化に臨むべきとの意見の集約を見ました。 

 よって、現段階では、本陳情は趣旨採択と決したところでございます。 

 以上で、審査の報告を終わります。 

○議長（三重野精二君）  次に、建設水道常任委員長、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  けさほど、市長と議長から湯布院の件について説明がご

ざいました。きのう、どうしても所用で出席ができませんでしたが、４名の方々の御冥福と２名

の方の早期御回復をお祈りを申し上げたいと思います。 
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 それでは、建設水道常任委員会から請願３件、継続２件の御報告を申し上げたいと思います。 

 まず、受理番号１、件名、庄内中学校通学道路の新設に係る請願書。 

 意見を申し上げます。 

 請願の趣旨については十分理解されますが、新設にあたりまして、地権者も多く、道路の位置、

予算の方法、通学路としての位置づけ等を勘案し、また、文教厚生常任委員会との関連もありま

して、十分な協議が必要であるということから、時期的にも間に合いませんので、今回継続審議

という形にさせていただきました。 

 続きまして、受理番号２、件名、市道の認定についての請願でございます。 

 意見といたしまして、この里道につきましては、一部に幅員が２メートル前後と狭いところも

ありまして、勾配的にも要件を満たさない区間があります。また、神社の境内地で、由布市の指

定天然記念物の大木もあります。改修がなかなか困難であると、請願趣旨も、今後市道にして道

路の維持管理を求めています。 

 しかし、維持管理のみでの市道への編入となりますと、市内には同様の道路が数多くあります。

こういうことから、当委員会としては十分な審議をいたしましたけども、これが既設の事実とな

るために、今後のことも考える中で、不採択という形にさせていただきました。 

 続きまして、受理番号３、件名、湯布院中学校近接農道の市道認定に関する請願ですが、意見

といたしまして、この道路は幅員が４メートル以上で、中学校や総合グラウンドもあります。利

用度も高く、幅広く利用されている道路でして、利用者の安全、安心を確保するためにも、市道

にすべきではないかと考えまして、採択といたしました。 

 継続審議分でございますが、受理番号１１、件名、庄内町長野地区農道の市道編入にかかる請

願でございます。 

 意見といたしまして、この案件は、平成２０年第４回定例会において、すぐ北側に並行して市

道があることから、地元と協議するよう意見を付して継続審議といたしておりました。その結果、

長野自治委員のほか、自治の古長さんですが、その外６名の方から、農道の市道編入の継続審査

にかかわる再審査のお願いという形で再度説明があり、連名で署名、捺印が届けられまして、回

答書が出されました。 

 その中で、強い市道認定の要望が出されまして、再度慎重に審査をいたしました。 

 その中で、現市道は、長野地区の多目的集会道路として機能を果たしております。今回の請願

の農道につきましては、現在、地区住民の日常生活道路として、頻繁に使用利用度が高いという

ことで、機能を十分に果たしていると考え、審査の結果、必要性を認めて、採択といたしました。 

 次に、もう１件ですが、受理番号１３、湯布院の分ですけども、生活道路の市道認定に関する

請願でございます。 
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 この意見書といたしまして、この案件は、平成２０年度第４回定例会において、転回広場の用

地を神社庁から市に帰属することの意見を付して、継続審議といたしておりましたが、その後、

自治区として協議いただいた結果、改修が困難なことや神社庁用地の帰属が困難との報告があり

ましたので、当委員会といたしまして、慎重に審査いたしました。結果、不採択ということにい

たしました。 

 以上で、報告を終わらせていただきます。 

○議長（三重野精二君）  次に、観光経済常任委員長、山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  皆さん、おはようございます。 

 きのう、塚原地区の野焼きで焼死されました４名の方々に対しまして、衷心より謹んでお悔や

みを申し上げますとともに、重症されました２名の方に、早期の回復をお祈りし、お見舞いを申

し上げたいと思います。 

 それでは、観光経済常任委員会の請願について報告を申し上げます。 

 本委員会に付託の請願、陳情の審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規則第

１３６条第１項の規定により報告を申し上げます。 

 日時は平成２１年３月１６日、場所は挾間庁舎４階第１委員会室、出席者は私以下、工藤安雄

議員、後藤憲次議員、吉村幸治議員、藤柴厚才議員、太田正美議員の６名です。 

 審査結果、請願受理番号４、受理年月日、平成２１年２月２６日、件名、「協同出資・協同経

営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定について意見書の提出を求める請願でございます。 

 委員会の意見として、協同労働の協同組合は、地域の市民自身による地域振興、就労創出を推

進するためには、その発展が期待されるものであるが、社会的な理解を得ることは不十分な状況

となっております。そのため、根拠となる法律を速やかに制定することが必要と考えます。 

 当委員会としては、慎重に審査した結果、本請願は採択といたします。審査の結果は採択です。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（三重野精二君）  以上で、各常任委員長の報告が終わりました。 

 これより審議に入ります。 

 なお、委員長報告に対する質疑については、審査の経過と結果に対する質疑にとどめることを

お願いしておきます。 

 まず、請願受理番号１については継続審査です。 

 次に、請願受理番号２、市道認定についての請願書を議題として質疑を行います。質疑はあり

ませんか。７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  委員長にお聞きします。 

 不採択の理由として、維持管理のみで、市道への編入は無理だという理由をつけていらっしゃ
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いますけれども、請願の中身が、中身、本体のほうでは、公共施設が、公民館、天満宮、消防の

詰め所等の立地、また、天然記念物があるということで、極めて重要な道路だから、この道路の

有効利用のため地区民が補修等を行い、維持に努めてきた。 

 しかし、財政事情から──これは地区の財政事情でございます。この補修等を維持するために、

地区の財政を使って、維持管理をしてきたけれども、限界が来たんだということで、市道認定を

していただいて、この公共施設を含む市道の認定が必要であるということで、お願いを出したと

いうふうに私も聞き及んでおるんですけれども、そのあたりの判断基準を１点まずお伺いしまし

て、これは過去にさかのぼりますが、生活道路ということで、合併直前の挾間町では、５０数余

の路線が急きょ認定されているという事実もございます。これをどのように整合性を持たせて、

この結論に至ったのか、その背景を、理由を伺いたいと思います。 

 以上、この２点、お聞かせください。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  お答えいたします。 

 先ほども指摘にちょっと申したように、非常に審議の中で混迷をきたしたんですけども、御承

知のとおり７００近く市道がありますけども、これを維持管理を主に上げ出すと、今後、ほかの

市議さんも地元の方も、こういうことが多くなるんやなかろうかと、どこも維持の費用が大変苦

しいと思います。 

 また、それから、里道による生活道路は、通常は地元で行っているのが通常でございまして、

そういうことを勘案しながら、天然記念物等のことはわかりますけども、幅員の問題とかがあり

まして、今回、そういう形にさせていただきました。 

 ２点目の旧町時代のことについては、当時、私は議員でありませんでしたし、よくわかりませ

んけども、また、その問題については、当委員会では全然出ておりませんでした。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  ちょっと私の伺っていることとずれございますけれども、公共の

施設をつなぐような形の公民館、消防詰め所、これは新しくできたんですけれども。そういう施

設をつなぐための道路でもあるということで、地元が生活のためのみではなく、消防の詰め所か

ら出て、上のほうに上るというふうな、公共のための利用が十分に想定されているゆえの請願で

あると理解したんですけれども、この公共性は全然加味されていないのでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  距離的にも短いし、上に行けばすぐ町道があるし、下も

広い道路がありますし、その辺の支障はあまりないんじゃなかろうかということで、こういう形
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にさせていただきました。 

○議長（三重野精二君）  ７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  今の点で、これは迀回路を使って上に上れという意味かもしれな

いんですけれども、この消防の詰め所は、地域の消防ではなくて、集落がつくる県の指導にもよ

る地元の、いわゆるＮＰＯ形式の消防団でございますので、新たな形の地域の活動が大いに期待

される部分でもございます。 

 この点の議論をなさってないということですので、今後、新たにできた並柳自治区の地域消防

団ではない消防のありようも含めて御検討を願いたいと思いますので、御一考を、今後、そのこ

とについてもお考えをいただきたいと思います。 

 また、新たな動きをするものと思いますので、そのあたりよろしくお願いいたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。２番、髙橋義孝君。 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  おはようございます。ただいま議題になりました、受理番号２番

です。 

 まず１つは、権限委譲により里道が法定外公共物として、由布市の財産というふうになってい

ます。これ、財産管理の意味からも、再三私も意見を出させていただいてますけども、市道、公

道ではないけども、里道も財産管理として市には管理の義務が生じているんです。その辺のとこ

ろで、本請願の趣旨を見ますと、拡幅をしてほしいとか、きれいにしてほしいというのではなく

て、維持管理がもう困難になってきているんだというのが請願の趣旨であると思うんです。生活

用道路としては、すごく使っているんだと思うんです。 

 そうなると、下の受理番号１１番、生活用道路としての頻度が高くっていう、採択の利用にし

ているんですけども、ここと、この整合性がまず請願取れてないなというふうにちょっと今思っ

たんです。その里道としての維持管理ということに関して、委員会の中では今後どのようにして

いくんだという御検討をされたのか、まず１点、そこをお聞かせください。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  それについてだけは、里道についてだけは、別に審議は

しておりません。 

○議長（三重野精二君）  ２番、髙橋義孝君。 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  そうなりますと、もう自治区としてもお金がなくなる、道は荒れ

ていくと、その中で、やはりけがをされたりとか、万が一転んで命を落とされるとかいう、そう

いった危険性も今後はらんでくるんではないかというふうな危惧が起こるんです。そうなった場

合には、やはり、例えば里道を管理するときに原材料を支給しようではないかとか、やはり市民

の目線に立った委員会審議というのが求められると思うんですけど、いろんな選択肢があろうか
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と思うんですが、その辺も全く御議論なさらなかったのかどうか、ちょっとお聞かせをください。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  それは、２１年度予算の中でも、毎年ですけど、原材料

支給は予算を組んでますので、その辺については、自治区の方が出られて、生コンとか、あと材

料もらってする分は結構だと思います。 

○議長（三重野精二君）  ２番、髙橋義孝君。 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  委員長、里道に関しては、多分原材料費支給してないと思うんで

すけど。（発言する者あり）してないです。（「しちょらんの」と呼ぶ者あり）市道に関しては、

原材料支給という規定がありますので、原材料をコンクリートをわたしたりとかしてますけど、

里道に関しては一切公費は投入しないんだ、そこがお互いのもうなりわいの道だから、お互いが

金を出し合ってやってくださいって。（「地元で」と呼ぶ者あり）だけども、やはり、こういう

やっぱ状況が、先ほど権限委譲により里道も法定外公共物として、財産、市の財産になったんで

す。だから、売り払いできるんです。だから、売り払いするときだけ市が儲けて、でも、本当に

それが公衆用道路として皆さんが使ってる道路であけば、やはりどこかで里道の基準を設けて、

ランクを設けて、ここはやはり生活道路としても必要だから、やはり原材料支給ができるんじゃ

ないかっていう、そういう議論がやはり（「そうですね」と呼ぶ者あり）必要だと思うんですけ

ども、いかがでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  そのとおりだと思います。 

 担当課と委員会でまた協議して、また御返答を申し上げたいと思います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  ７番です。今の関連の上からも、この不採択はもう一度継続とい

う形で、本来の管理のあり方を検討をしていただいて、法定外の公共物に対する市の財産という

認識を確固たるものにした上で、生活道路、指定管理が区の自治区の財産を圧迫するということ

でのお願いになっております。 

 したがって、これは一気の不採択ではなく、次の１１番の継続審査においても、日常生活道路

としての利用度の認識を評価なさって採択としているという、この不合理について不採択の理由

が納得いかないということで、私は少なくとも継続にもう一度するべきだという考えを持って、

反対討論といたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。（「反対じゃない」と呼ぶ者あり） 
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○議員（７番 溝口 泰章君）  不採択に反対。済みません。（「いや、そげん言うたわ」「言う

た、言うた」と呼ぶ者あり） 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより、請願受理番号２を採決します。 

 この請願に対する委員長報告は不採択です。したがって、原案について採決します。請願受理

番号２を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。（発言する者あり）（「いいんじゃ、い

いんじゃ、これで」と呼ぶ者あり） 

〔議員23名中起立０名〕 

○議長（三重野精二君）  起立少数です。よって、請願受理番号２については不採択とすることに

決定いたしました。 

 次に、請願受理番号３、湯布院中学校近接農道の市道認定に関する請願のお願いを議題として、

質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、太田正美君。 

○議員（１０番 太田 正美君）  審議の過程をちょっと聞きたいんですけど、前回、やっぱり執

行部で電源立地のことでちょっと、これが農道だったということで、そのときに、既にこれが市

道ではないかという認識を、ある部分の執行部では持って、そういう取り組みをされた経過があ

ると思います。 

 こういうことを一々請願で上げてくるんではなくて、ある程度、そういう、もう４メーターも

道路敷きがあって、なおかつ、中学校の通学路として実際の利用されてる中で、こういう道路を

請願に上げるんではなくて、執行部みずからが格上げをするというような動きを何でしなかった

のかということを、委員会では話さなかったんでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  太田議員にお答えします。 

 委員会では、そういう話は出ませんでしたが、現調する中で、私個人的ですけど、こういう道

路は旧町時代から、既にもう市道であって好ましかったんじゃなかろうかと私はそう思いました。

現地を見た限り、以上です。 

○議長（三重野精二君）  ほかに。１０番、太田正美君。 

○議員（１０番 太田 正美君）  今後も、委員会として、こういう案件が出てくるかもしれない

と思うんですけど、もう執行部にもうお願いしてほしいんですけど、やはり、そういう利用度は

高く、なおかつ、市道に格上げすべきような案件があるかと思うんですけど、それを一々請願で

ないと扱わないというんじゃなく、もう執行部みずからが、そういう道路に関しては速やかに市

道に格上げするというような取り組みを、委員会でも話し合ってほしいと思います。 

 以上です。 
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○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより請願受理番号３を採決します。この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は

委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、請願受理番号３については委員長報告のとおり

採択することに決定いたしました。 

 次に、請願受理番号４、「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定に

ついて意見書の提出を求める請願を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。８番、西

郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  委員会で議論したと思いますけども、いわゆる一般的な協同組合

です、農業協同組合や生活協同組合。労働者の方々も、労働者の中で協同組合として銀行、購買、

医療機関等いろいろ持っていますよね、それと、この協同組合法というのがどういうふうに違う

のか、わかる範囲で、自分たちで議論した範囲で結構ですから、私に十分わかるように御説明を

いただきたいんですけど、お願いします。 

○議長（三重野精二君）  ２３番、山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  お答えを申し上げます。 

 この請願については、医療介護、医療介護で働く方、特に、医療福祉です。少人数で働く方は

組合に、組合といいますか、そういう組織に、今、西郡議員が言われたように、協同組合とか銀

行とか、そういうような一般的な組織に加入しておりません。そういうことで、やはり法的根拠

がないために、社会的に理解が十分に得られておりません。そういうことで、医療介護とか医療

福祉等に働く方が、少人数でも、そういう組織をつくって、働く人に働く意欲を増すということ

と、団体としての入札とか、契約とか、そういうことについても団体並みの保障を得ると、それ

から、社会保障的な負担も個人的にあるわけでありますので、そういう組織をつくれば、そうい

うことも一つの小さな団体として認められると、社会的に認められると、働く意欲がわくという

ようなことになっております。 

 それで、この内容については、２つの団体から来ておりますケアサポートゆりかごというとこ

ろと、これは、大分市の神崎です。坂ノ市です。それから、１点は、サービスの関係で、日田の
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ほうの日田の福祉関係で、にじの家というので、これは医療介護の面でということで、２つの団

体から、そういう請願をしてほしいということで来ております。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ８番、西郡 均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  現行の生活協同組合や、そういう農業協同組合は構成員の制限が

かなり高いちゅうことですか、ハードルが。だから、少人数の協同組合法を、少人数全部つくれ

る協同組合法をつくってくれということで理解していいんですか。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  はい、そういうことです。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより請願受理番号４を採決します。この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は

委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、請願受理番号４については委員長報告のとおり

採択とすることに決定いたしました。 

 次に、請願受理番号１１、庄内町長野地区農道の市道編入にかかる請願（長畑～小長間約

５００メートル）を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより請願受理番号１１を採決します。この請願に対する委員長報告は採択です。この請願

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、請願受理番号１１については、委員長報告のと

おり、採択することに決定いたしました。 

 次に、請願受理番号１３、生活道路の市道認定に関する請願を議題として、質疑を行います。
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質疑はありませんか。７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  お伺いします。神社庁用地の帰属が困難ということが大きな原因

になっていると思うんですけれども、この神社庁から市に帰属するということが可能になった時

点で、もう一度、これが請願として提出されるようなことになると思いますが、この場合には、

理由が今のところ神社庁用地の帰属一本でございますので、当然、これで市道だなというふうに

考えるんだと思いますが、その点、いかがでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  結果的にはそうなろうかと思いますが、いろんな、ここ

だけじゃなくて、私の友達、元町長の佐藤成己氏あたりもおりますけど、神社庁を聞いてみると、

そういうことは一切、国としてしないそうでございます。そうお聞きしております。（「いや、

そういうことはない。納付金を納めりゃいい」と呼ぶ者あり）そうか。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより請願受理番号１３を採決します。この請願に対する委員長報告は不採択です。したが

って、原案について採決します。 

 請願受理番号１３を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立０名〕 

○議長（三重野精二君）  起立少数です。よって、請願受理番号１３については不採択とすること

に決定いたしました。 

 次に、請願受理番号１８、日本政府に対し、日米地位協定・裁判権放棄の日米密約の公表・破

棄を求める意見書の提出を求める請願を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。８番、

西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  委員会の人はどういうことを見ているんだろうかと思うんですけ

ども、国立国会図書館でこの文書が公表されたときに、慌てて政府がこれを隠しました。その経

過も多分知られているというふうに思うんですけども、政府がそういう文書を隠すこと自体が異

常だというふうに思うんですけれども、委員会ではその辺をどういうふうに議論したのか、政府

はそういう文書がないと言うからないと言うんか、そこ辺をもっとはっきり言ってくれんですか。

皆さんは、国の言うとおりにしているわけですか、それとも一般的な常識というのをわきまえて
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ないんですか。 

○議長（三重野精二君）  ４番、新井一徳君。 

○総務常任委員長（新井 一徳君）  今、西郡さんが言われたとおり、委員会としては日本政府が

ないと言っているので、ないものは出せんということで、そういった形で意見書は提出できない

ということで決まりました。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  これは不採択ですので、原案に賛成の立場から討論いたします。 

 もともとこういうふうに言われていたことを、長い間政府はないない言い続けたものをアメリ

カの公文書館が──先ほど図書館と言いましたけど、公文書館ですね。公文書館からこれが公に

されて、たまたま国立国会図書館でそれ閲覧させてたんですね。それをかなりの方が閲覧し、コ

ピーもし、もう散らばっていた段階でこれが明らかになって、政府が慌てて図書館に命じてこれ

を閲覧させないようにしたという経過も明らかになっています。 

 そういうことを含めて、これはもうマスコミではもうこれを政府の言うことが正しいなんて論

評しているところはどこもないんですよ。にもかかわらず、こういう形で政府が言うからという

ことで自治体が、そういう国のやり方を批判するのはわかるけど、それを丸のみして追認するよ

うなやり方というのは、私はとるべきではないというふうに思います。 

 せっかく平和委員会の方がこういうふうに陳情を出してきたわけですから、みずから国会図書

館まで行って、その経過を聞くなどして厳正に対応したほうがよかったのではないかなというよ

うに私は思います。 

 これで賛成討論とします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより請願受理番号１８を採決します。この請願に対する委員長報告は不採択です。したが

って、原案について採決します。請願受理番号１８を採択することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔議員23名中起立１名〕 

○議長（三重野精二君）  起立少数です。よって、請願受理番号１８については不採択とすること

に決定いたしました。 
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 次に、陳情受理番号５、インフルエンザ菌Ｂ型ワクチン（Ｈｉｂワクチン）の無料化に関する

陳情書を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。２０番、吉村幸治君。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  この字句に関してなんですけども、厚労省の発表のされたかぎ

括弧の中に、その「知見」という文言があるんですけど、この字でいいのかなというのをちょっ

と確認したいんですが。普通、いわゆる実験とか、そうしたデータをとっての治験例という場合

は、「明治」の「治」と「実験」の「験」を書いて「治験」という文字を使用すると思うんです

けれども、この「知見」でいいのかどうか、ちょっとその辺を。変換ミスとかそんなんじゃない。

ちょっとそれ確認を。 

○議長（三重野精二君）  ７番、溝口泰章君。 

○文教厚生常任委員長（溝口 泰章君）  中間報告を今探してますので。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  文言の訂正だから、後で間違いがあれば。（「間違いあれば訂

正しますということで」と呼ぶ者あり） 

○文教厚生常任委員長（溝口 泰章君）  そうですね。ではそのようにいたします。間違いがあり

ましたら、また後で訂正の方をいたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより陳情受理番号５を採決します。この陳情に対する委員長報告は趣旨採択です。この陳

情は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、陳情受理番号５については委員長報告のとおり

趣旨採択とすることに決定いたしました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。再開は１１時とします。 

午前10時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時01分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三重野精二君）  次に、日程第２、報告第１号平成２０年度由布市土地開発公社の事業計
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画の変更を説明する書類の提出についてから日程第３１、議案第４０号平成２１年度由布市水道

事業会計予算についてまで、３０件を一括議題とします。 

 付託しております各議案について、各常任委員長にそれぞれの議案審議に係る経過と結果につ

いて報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、新井一徳君。 

○総務常任委員長（新井 一徳君）  去る３月１１日、本会議におきまして、総務常任委員会に付

託されました報告１件、議案８件の審査結果について、会議規則第１０３条の規定により報告を

いたします。 

 経過としまして、当委員会は３月１２日、１３日及び１６日、庄内庁舎３階会議室に全委員が

出席し、執行部に詳細な説明を求め、慎重に審議、審査をいたしました。 

 まず、報告第１号平成２０年度由布市土地開発公社の事業計画の変更を説明する書類の提出に

ついてでありますが、結果は了承であります。 

 土地開発公社の理事会が平成２０年２月４日に開催され、開発公社の保有する南由布駅前の土

地を由布市に売却するための議案と、それに伴う事業計画を変更する議案と、下湯平に保有する

土地賃貸収益による補正及び資金計画の変更を議決したための報告であります。 

 全会一致で原案を了承しました。 

 次に、議案第３号由布市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定についてでありますが、

結果は可決であります。 

 地方公共団体の一般職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）の規定に基づき、任

期付職員の採用に関する事項を条例で定めるためでありますが、採用の対象となるのは高度の専

門的知識またはすぐれた識見を有する者とされ、業務上の必要性や時間的な制約を要件として職

員の任期付採用を選択できるとされていて、今回由布市は収納課職員１名を予定しています。 

 審議の結果、全会一致で可決すべきと決定いたしました。 

 次に、議案第４号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定についてでありますが、結果は可決であります。 

 由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で第３条１項を３８時間４５分以内、

２項を１６時間から１５時間３０分、３２時間を３１時間に改正。第４条中の８時間を７時間

４５分と改正、さらに由布市職員の育児休業等に関する条例の第１１条を改正するものでありま

す。 

 審議の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

 次に、議案第６号由布市個人情報保護条例の一部改正についてでありますが、統計法（平成

１９年法律第５３号）の施行に伴い、条例の改正を行うものであります。 
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 審議の結果、全会一致で可決すべきと決定いたしました。 

 次に、議案第７号由布市監査委員条例の一部改正についてでありますが、結果は継続審査であ

ります。 

 継続の理由としまして、これは不測の事態に対応するため、所要の改正を行うものであり、審

査においてただし書きの必要性がないという意見や必要性を認める意見、ただし書きに提案理由

となる不測の事態や特別の事由等が発生した場合に限定する文言を書き加えるべきという意見に

分かれ、早急に改正する必要性もないことから、継続審査といたしました。 

 次に、議案第８号、これは職員の通勤手当を県内の他市と均衡を図るため、条例の改正を行う

ものであります。原油価格高騰や給料の５％カットなど、職員の厳しさは理解でき、２０キロ

メートルまでの手当の見直しの必要性は認められますが、この条例改正では２０キロメートル以

上は、逆に他市との均衡が図られないため、改正の方法について中身を十分審査する必要がある

ため、継続審査すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第１０号由布市財政調整基金条例の一部改正についてでありますが、結果は可決で

あります。 

 由布市財政調整基金条例の第２条の毎年度基金として積み立てる額を前年度決算剰余金の２分

の１をくだらない額及び一般会計歳入歳出予算で定める額の合計額として積み立てる額を明確化

したものであります。 

 審議の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

 次に、議案第１９号由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につ

いてでありますが、結果は可決であります。 

 近年、消防団員の不足により昼間の消防力確保及び災害時の消防活動附款のため、機能別消防

団員を設けるためであります。 

 審議の結果、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

 委員からの意見として、指示命令が混乱しないようにあらかじめ役割と責任等を明確化して周

知徹底を図ってほしいとの意見がありました。 

 次に、議案第３１号平成２１年度由布市一般会計予算についてでありますが、結果は可決であ

ります。 

 平成２１年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４８億６,０２０万円と定めるも

のです。予算総額として前年度より１.１％の微増であります。 

 当委員会に関係する歳出の主なものは、２款総務費５目１５節工事請負費２,９１２万

７,０００円は、庄内庁舎の空調設備の老朽化による取りかえ工事であります。 

 ２款総務費６目企画費１３節委託料でコミュニティバス運行事業費４,３４２万９,０００円、
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１９節負担金補助及び交付金で住民主体の地域づくりを３カ年サポートする自治区活動補助金

１５０万円、同じく共聴施設整備事業補助金２,２２８万７,０００円は、地上デジタル放送の難

視聴地域の個人負担分を軽減するための補助金であります。７目１９節負担金補助及び交付金の

ブロードバンド整備事業補助金は、阿蘇野直野地域のインターネットの整備事業であります。

９目地域振興費の２,４８８万９,０００円。 

 ９款消防費３目消防施設費１２０万円は、庄内派出所の仮眠室改修となっております。 

 歳入の主なものは、１款１項市民税では、不況のあおりを受け、前年度予算の９５％の見込み

による２,０５７万４,０００円の減額、固定資産税では、評価がえにより３,４１６万

３,０００円の減、軽自動車税は１６５万４,０００円の増、市たばこ税はタスポ導入の影響を受

け１,２０３万円の減、入湯税は観光客減が予想されるための減であります。 

 ２款２項１目地方揮発油譲与税３,８９５万８,０００円は、道路特定財源の一般財源化のため

新規に入ってくるものです。 

 １６款２項１目総務費県補助金１節総務費補助金のブロードバンド普及支援事業費補助金

５００万円。 

 ２２款市債１項１目１節総務費庄内庁舎空調設備整備事業２,８１０万円等であります。 

 委員の意見として、議会中継システムの調査費の要求がありました。 

 審議の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 

 以上であります。 

○議長（三重野精二君）  次に、文教厚生常任委員長、溝口泰章君。 

○文教厚生常任委員長（溝口 泰章君）  続きまして、文教厚生常任委員会の審査の報告を申し上

げます。 

 本委員会に付託された議案１３件は、審査の結果、以下のとおり決定したので、会議規則第

１０３条の規定により報告いたします。 

 日時、場所、出席者、担当課等は、ごらんのとおりでございます。 

 審査案件のほうに入ります。 

 議案第１１号由布市市民運動場条例の一部改正について。審査の経過は、由布市湯平五本松グ

ラウンドの土地賃貸契約を地元地権者が更新しないために運動場を廃止及び市民運動場使用料の

一部見直しを行うため、由布市民運動場条例の一部を改正するものです。 

 審議の結果、全会一致で原案可決すべきと決しました。 

 続きまして、議案第１２号及び議案第１３号を一括で御報告申し上げます。 

 １２号由布市体育センター条例の一部改正について、１３号由布市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の

一部改正について。両議案の審査の経過は、施設使用料の一部見直しを行うため、由布市体育セ
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ンター条例、由布市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正するものです。 

 内容は、高校生以下の料金設定を行うことで、若者の利用推進とともに低料金化を図るもので

す。 

 議案第１１号にもかかわることですが、市内小中学生の無料化や高校生以下の使用料金及び由

布市体育協会加盟クラブの利用料金について、より安価な設定や減免の必要を求める意見も出て

います。 

 審査の結果、今後もよりよい利用システム構築を求め、全会一致で原案可決すべきと決しまし

た。 

 続きまして、議案第１４号由布市介護保険条例の一部改正について。審査の経過は、由布市第

４期介護保険事業計画並びに介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令

の一部を改正する政令等の施行に伴い条例の一部を改正するものです。 

 審査の結果、賛成多数で原案可決すべきと決しました。 

 続きまして、議案第２０号及び２１号を一括にて報告申し上げます。 

 ２０号は宇佐市と由布市との証明書等の交付等にかかる事務の委託に関する協議について、

２１号は由布市と国東市との証明書等の交付等にかかる事務の委託に関する協議について。審査

の経過は、大分広域窓口サービスの実施に伴い、証明書等の交付等の事務を宇佐市及び国東市と

も相互に委託して実施するためのものです。 

 審査の結果、全会一致で原案可決すべきと決しました。 

 続きまして、議案第３１号平成２１年度由布市一般会計予算について。審査の経過は、平成

２１年度予算の総額を歳入歳出それぞれ対前年度当初予算比で１.１％増の１４８億６,０２０万

円と定めるものです。 

 本委員会に係る主な歳入は、保育所の民営化により１５款国庫支出金１項１目民生費国庫負担

金２節児童福祉費負担金、保育所の運営費が前年比４,８３４万５,０００円の増額、国体終了に

より１６款県支出金２項７目教育費県補助金１億３,７６２万円の減、３項７目教育費県委託金

２,６６８万５,０００円の減等となっています。 

 主な歳出は、３款民生費で１項１目１３節委託料福祉センター概算設計業務の５００万円、

１０款教育費４項１目１３節委託料で由布川幼稚園設計監理７００万円、同じく１５節工事請負

費で由布川幼稚園改築工事費２億６,３００万円、５項１目１３節委託料、学校給食配送

２,１２０万３,０００円となっています。 

 委員会の意見として、３款１項２目１９節高齢者見守り支援事業について、他の団体や組織と

の連携を図って見守りの効果を上げるべきとの意見、また１項３目８節報償費謝金の小松寮民営

化に関する検討委員会の設置について、廃止、民営化だけでなく継続も含めた議論からのスター
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トを要望する意見が出ています。 

 ５款労働費では、１項１目１９節負補交シルバー人材センターに関して、組織の性格から担当

委員会の変更を検討すべきとの意見が出ています。 

 １０款教育費では、１項４目中高一貫教育推進費については、推進協議会の活性化を図り、中

学に対する定期的情報発信をすべきとの意見、また教育委員会に対し、新学習指導要領にのっと

った対応を実施し、式典において国歌の斉唱を児童生徒が行える指導教育の要望が出ています。

５項１目１３節委託料学校給食配送については、５カ年の契約を３カ年くらいにして、その後を

継続していくという方法も一考すべきではないかとの意見が出ています。 

 審査の結果、賛成多数で原案可決すべきと決しました。 

 続きまして、議案第３２号平成２１年度由布市国民健康保険特別会計予算についてでございま

す。審査の経過は、平成２１年度予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億１７７万３,０００円と

定めるものです。 

 主な歳入は、国民健康保険税６億８,８９２万８,０００円、国庫支出金１０億３,７３７万

２,０００円、退職者制度の廃止による財源調整分の前期高齢者交付金８億９,０５３万

９,０００円、共同事業交付金４億３,０６０万５,０００円、一般会計繰入金４億円、基金繰入

金２億円等です。 

 主な歳出は、保険給付費２７億７,１６７万円、後期高齢者医療制度に対する支援金等４億

１４９万２,０００円、老人保健拠出金８,６６３万９,０００円、介護納付金１億７,２３２万

８,０００円、共同事業拠出金４億６,８６１万３,０００円、特定健康診査等事業費２,７４７万

９,０００円等となっています。 

 平成２０年度の医療制度改革による実績見込みにより、対前年度当初予算比では約４％の減額

となっています。 

 審査の結果、賛成多数で原案可決すべきと決しました。 

 続きまして、議案第３３号平成２１年度由布市老人保健特別会計予算についてでございます。

審査の経過は、平成２１年度予算の総額を歳入歳出それぞれ３,１１０万８,０００円と定めるも

のです。 

 主な歳入は、支払い基金交付金１,５８０万円、国庫支出金１,０２０万円等です。 

 主な歳出は、医療諸費３,１１０万円等となっています。 

 平成２０年度より老人保健制度が後期高齢者医療制度へ引き継がれたため、老人保健制度によ

る老人保健特別会計予算としては医療費精算に伴うもので、対前年度当初予算比では９３％の減

額となっています。 

 審査の結果、全会一致で原案可決すべきと決しました。 
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 続きまして、議案第３４号平成２１年度由布市後期高齢者医療特別会計予算についてでござい

ます。審査の経過及び理由につきまして、平成２１年度予算の総額を歳入歳出それぞれ３億

７,４７３万７,０００円と定めるものです。 

 主な歳入は、後期高齢者医療保険料２億５,６５３万５,０００円、一般会計繰入金１億

１,７７８万７,０００円等です。 

 主な歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金３億７,０９０万円等となっています。 

 平成２１年度も保険料の軽減措置が継続されることにより、対前年度当初予算比で約６％の減

額となっています。 

 審査の結果、賛成多数で原案可決すべきと決しました。 

 続きまして、議案第３５号平成２１年度由布市介護保険特別会計予算についてでございます。

審査の経過は、平成２１年度予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億１,６０２万７,０００円と定

めるものです。 

 主な歳入は、介護保険料５億３,００４万２,０００円、国庫支出金８億４,０８５万

７,０００円、支払い基金交付金９億３,２５８万２,０００円、県支出金４億５,６５０万

３,０００円、一般会計繰入金４億５,５７９万７,０００円等です。 

 主な歳出は、保険給付費３０億７,５６０万１,０００円、地域支援事業費８,２１９万

８,０００円等となっています。給付費の見込み増により、対前年度当初予算比では、約８％の

増額となっています。 

 審査の結果、賛成多数で原案可決すべきと決しました。 

 続きまして、議案第３７号平成２１年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について、審査

の経過につきましては、平成２１年度予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,９１９万５,０００円

と定めるものです。 

 主な歳入は、使用料１,８８３万７,０００円、一般会計繰入金９,９８１万７,０００円等です。 

 主な歳出は、農業集落排水事業費５,４３９万４,０００円、公債費６,４３０万８,０００円等

となっています。起債償還額の減により、対前年度当初予算比では約０.２％の減額となってい

ます。不明水の調査に関しては、早期の原因究明と、その対応を要望する意見が出ています。 

 審査の結果、賛成多数で原案可決すべきと決しました。 

 続きまして、議案第３９号平成２１年度由布市健康温泉館事業特別会計予算について。審査の

経過は、平成２１年度予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,１８８万７,０００円と定めるもの

です。 

 主な歳入は、健康温泉館収入２,３１６万円、繰入金１億１,８２２万７,０００円等です。 

 主な歳出は、健康温泉館管理費７,２８８万１,０００円、公債費６,８５０万６,０００円等と
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なっています。職員給与を新たに計上したこともあり、対前年度当初予算比では約４％の増額と

なっています。総合的な健康づくりの施設として、由布市全域で利用者が広がるよう行政の取り

組みを要望します。 

 審査の結果、全会一致で原案可決すべきと決しました。 

 以上で、本委員会の審査報告を終わります。 

○議長（三重野精二君）  次に、建設水道常任委員長、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  それでは、建設水道常任委員会から本件９件に対しての

報告をいたしたいと思います。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記の通り決定したので、会議規則第１０３条の規定

により報告をいたします。 

 日時、場所、審議者、所管、内容等については表記のとおりでございます。 

 審査の結果を報告申し上げます。 

 議案第９号由布市使用料及び手数料条例の一部改正についてでございます。 

 理由といたしまして、この条例改正は大分県の事務処理の特例に関する条例の改正に伴い条例

の改正を行うものでございます。 

 主な改正内容は、大分県からの事務の権限移譲に伴い、大分県条例の屋外広告物許可申請手数

料を追加するための一部改正でございます。 

 慎重に審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしております。 

 続きまして、議案第１５号由布市道路占用料徴収条例の一部改正についてでございます。 

 この条例の改正は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い改正するもので、平成

２０年４月、国会で決議され、これを受けて九州ブロック──九州７県に福岡市、北九州市が入

るそうでございます。で、単価を統一するもので、施行は本年度２１年４月１日となっています。 

 慎重に審査した結果、原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第１６号由布市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について。 

 理由、この条例改正は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い改正するもので、こ

れも同じく２０年４月に国会で決議され、これを受けて単価を統一し、本年４月１日から施行す

るものでございます。 

 慎重に審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしております。 

 続きまして、議案第１７号由布市市営住宅条例の一部改正について。 

 理由、この条例改正は、市営住宅における暴力団排除を図るため、条例の一部を改正するもの

であります。 

 主な改正内容は、市長は入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは承認をしない
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ことや、必要があると認めるときには大分県大分南警察署長の意見を聞くことができるというこ

となどであります。 

 また、市営住宅とは、所得月額が２０万円未満の者を対象とした住宅を示します。 

 以上、慎重に審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしております。 

 議案第１８号──これについても１７号と同じですが、由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一

部改正について。 

 理由、この条例改正は、市営特定公共賃貸住宅における暴力団排除を図るため条例の一部を改

正するものでございます。 

 主な改正内容は、条文について議案第１７号における内容と同じものでございます。 

 なお、特定公共賃貸住宅とは、所得額が先ほど２０万円でしたが、今度は２０万円から６０万

円未満のものを指すそうでございます。 

 以上、慎重に審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定をいたしております。 

 続きまして、議案第３１号平成２１年度由布市一般会計予算について。 

 理由、当委員会に係る予算について審議をいたしました。 

 歳入について、住宅家賃収入現年度分９,０１４万１,０００円、住宅家賃収入──滞納分でご

ざいますが６７８万９,０００円、国庫補助金として道路整備臨時交付金３,０００万円、道路整

備交付金１億１,５００万円、公営住宅の火災報知機設置に伴うものが１,３５７万５,０００円、

財産貸付収入として土地建物貸付料が７４０万円、これは３町分でございます。 

 歳出についてですが、主なものは財産管理費１億７,７５４万１,０００円の中につきましては、

公用車の燃料費、光熱費、電話料、それぞれ３庁舎分ですけれども、それと庁舎等の清掃管理、

それから警備保障、庄内庁舎、ことしやりかえます空調工事の３,０６８万６,０００円等でござ

います。道路維持につきまして１億８０６万４,０００円につきましては、３町の修繕費を含む

７５０万円、市道の草刈り１６路線ですが入っております。工事請負費として６,７３８万円、

この中には各２町のそれぞれ２,０００万円ずつの工事費が入っております。 

 道路新設改良費５億５,０１５万４,０００円につきましては、東行田代線の測量設計と今回

２１３カ所、由布市内に橋があるそうでございます。そのうちの５０カ所の橋の調査を行う費用、

それから六所線を含む８路線の工事請負費４億２,０４０万円でございます。土地購入費、同じ

く８路線で２,０３０万円、県道負担金、これ１５％ですが、８路線３,４００万円、東行田代線

の家、土地等の補償が５,１１０万円などとなっています。 

 都市計画総務費といたしまして６,５０６万２,０００円につきましては、今回空港写真を湯布

院と挾間をとりまして都市計画図の修正等をすると。都市景観対策費７５４万９,０００円につ

きましては、湯布院町の景観協議会、メンバー２５名おるそうでございますが、これに補助金と
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して４１７万９,０００円が出ております。住宅管理費５,１５１万３,０００円につきましては、

修繕費８６０万円、火災報知機設置につきまして３,３８４万６,０００円そのほかとなっており

ます。 

 以上、慎重審議いたしまして、審議の結果、原案可決いたしました。 

 続きまして、議案第３６号平成２１年度由布市簡易水道事業特別会計予算についてでございま

す。歳入歳出の総額をそれぞれ２億６,１８２万５,０００円と定めるものでございます。 

 歳入につきましては、水道加入負担金３７８万円、水道使用料１億２,７７２万２,０００円、

一般会計繰入金１億３１４万円、基金繰入金１,１４８万４,０００円、市債１,５５０万円など

が主なものでございます。 

 歳出につきましては、今年度より総務管理費と維持費に係る維持管理費とに西郡議員の意見も

ございまして区分をいたしました。総務管理費といたしまして１億１,３５７万２,０００円の主

なものにつきましては、一般職員の５名分の給料、職員手当等で３,３０３万３,０００円となっ

ております。簡易水道統合計画策定に係る委託が９０３万円、漏水調査の委託が５２０万円、水

質検査の委託につきまして６７６万６,０００円、工事請負費の中では市道富線減圧弁新設工事の

ほか１０件ございまして、２,６９３万６,０００円となっております。 

 維持管理費として１,８８２万８,０００円の主なものにつきましては、緊急の漏水修理を含む

修繕費１,１４７万２,０００円などが主なものでございます。 

 公債費１億２,６４２万５,０００円につきましては、元金及び利子の償還金１億１,０８４万

９,０００円、今年度利率の５％以上６％未満が対象となる繰り上げ償還分１,５５７万

６,０００円となっております。 

 以上、慎重に審議いたしまして、審査の結果、原案可決すべきものと決定をいたしております。 

 続きまして、議案第３８号平成２１年度由布市公共下水道事業特別会計予算についてでござい

ます。 

 理由といたしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ１,１７１万８,０００円と定めるものでござ

います。 

 歳入については、利子及び配当金１６万２,０００円、一般会計繰入金１,１４８万４,０００円

などでございます。 

 歳出につきましては、処理場の草刈り２７万８,０００円、公共下水道基金２３万３,０００円、

公債費として元金７９４万２,０００円、利子３１８万５,０００円などが主なものでございます。 

 以上、慎重に審議いたしまして、審査の結果、原案可決すべきものと決定いたしております。 

 続きまして、議案第４０号平成２１年度由布市水道事業会計予算についてでございます。 

 理由といたしまして、収益的収入・支出ともに４億９,８６５万５,０００円と定めるものでご
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ざいます。収益的収入につきましては、水道料金４億５,０００万円、一般加入負担金１,８３３万

円、上水道一般会計補助金１,０９８万２,０００円、簡易水道一般会計補助金１,５５８万円な

どでございます。 

 収益的支出につきまして、原水及び浄水費１億３,２６３万６,０００円につきましては、浄水

場の管理に伴う人件費、汚泥処理及び沈砂池の清掃委託料、活性炭入れかえ委託料、取水場の電

力料金などが主なものでございます。 

 排水及び給水費４,６８２万１,０００円につきましては、老朽排水管の修繕費、市道検針業務

委託料などが主なものでございます。 

 総係費の７,７０１万９,０００円につきましては、通常施設維持管理費及び人件費が主なもの

でございます。 

 減価償却費１億４,２２６万円につきましては、建物構築物機械及び装置、車両運搬具及び備

品の焼却を行う有形固定資産と水利権、利用権を行う無形固定資産でございます。 

 企業債の利息については、平成２０年度末の起債元金償還残高２５億２,６０９万８,０００円

余りでございます。その元金に伴う平成２１年度の利息８,５００万４,０００円。 

 資本的収入につきましては、湯布院町の市道六所線津江橋の改修工事に伴う配水管の布設替工

事は防衛の負担となりまして、工事負担金７００万円、簡易水道事業、市の補助金１,８６７万

円が主なものでございます。 

 資本的支出につきましては、湯布院浄水場３水源による紫外線設備を設置する費用１,１９０万

円と配水管新設工事３件１,０９０万円、移設工事２件１,７００万円、更新工事３件７１９万円

と企業債償還金１億３,８１０万５,０００円が主なものでございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３億２,０５１万７,０００円につきましては、

減債積立金の２,０００万円、過年度分損益勘定留保資金３億５１万７,０００円で補てんすると

いうことでございます。 

 以上、審議の結果、原案どおり可決すべきものと決定をいたしております。 

 以上で、建設水道常任委員会の報告を終わらせていただきます。 

○議長（三重野精二君）  次に、観光経済常任委員長、山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  それでは、観光経済常任委員会での審査の結果を報告い

たします。 

 去る３月１１日、本委員会に付託されました案件について、会議規則第１０３条の規定により

報告をいたします。 

 日時、平成２１年３月１２日、１３日、１６日。場所、挾間庁舎４階第１委員会室審査の日程、

３月１２日、付託案件協議、農業委員会、農政課。１３日、付託案件協議、商工観光課。１６日、
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現地調査、まとめ。出席者、私と工藤安雄議員、後藤憲次議員、吉村幸治議員、藤柴厚才議員、

太田正美議員。担当課は農業委員会、農政課、商工観光課です。 

 審査の結果を申し上げます。 

 議案第５号由布市営国民宿舎条例の廃止について、審査の結果、原案可決すべきものと決定を

いたしました。 

 この施設の廃止の主な理由といたしまして、１、国民宿舎由布山荘は、昭和３８年に旧湯布院

町が国民保養温泉地の指定を受け、国民宿舎建設の趣旨に沿って町営宿泊施設として建設されま

したが、建設後４６年を経過し、随時改修やリニューアルしてきたが、公共の宿泊施設として施

設そのものが老朽化し、耐震施設等の関係で、今後存続が困難となりました。 

 ２、建設当時は全国トップクラスの稼働率を誇る国民宿舎でありましたが、湯布院地域には同

内容の低料金で高度なサービスを提供できる温泉宿泊施設がふえたことにより、行政が行う宿泊

業務として十分に所期の目的を達成したことであります。 

 以上の観点から、国民宿舎由布山荘を廃止することについて説明を受けました。 

 なお、廃止後の跡地利用については、湯布院地域の観光の中核地域であるため、庁舎内に関係

各課の調整を図るため、跡地利用検討委員会を設置する一方、地元、行政、関係団体、議会を含

めたところで検討委員会を早期に立ち上げることの報告がありました。 

 当委員会としては、今後の施設利用には湯布院まちづくりの拠点となる施設だけに、早期に周

辺の土地利用率を含めて、拠点の灯を消さないようにすることを強く要望し、慎重に審議の結果、

委員全員一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。 

 議案第３１号平成２１年度由布市一般会計予算について、審査の結果、原案どおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 経過及び理由につきましては、平成２１年度由布市の一般会計予算は、歳入歳出それぞれ

１４８億６,０２０万円と定めるものです。歳出の主なものは、６款農林水産業費１項農業費

１目農業委員会費１節農業委員会委員の報酬５７８万円、３目農業振興費１９節中山間地等直接

支払い交付金２億５,９２３万４,０００円、同じく集落営農組織育成対策事業補助金８３７万

５,０００円、４目畜産業費１９節久住飯田南部区域広域農業開発事業補助金４,９２８万

６,０００円、５目農地費１３節委託料、実施計画計画書作成業務３,６９０万円。２項林業費

２目林業事業費１５節工事請負費３,５５０万円。 

 ７款商工費１目商工総務費７節賃金１００万円、３目観光費１９節祭り事業補助金１,１８０万

円が主なものであります。 

 歳入の主なものは、１６款県支出金２項県補助金４目農林水産業費県補助金２億６,２６２万

３,０００円が主なものであります。 
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 当委員会の全委員の意見として、中部林道は全長１万９,５２６メーターのうち舗装率

６３.２％でありますが、早急に工事を終了し、林地の間伐・除伐を強力に推進し、地域林業の

振興を図ってほしいこと。また、消費者行政相談員の臨時雇用は、専門的な知識を持った人を雇

用し、市の消費者行政の機能を十分発揮できるような対応をしていただきたいということを強く

要望いたします。 

 委員全員、慎重に審議をした結果、可決すべきものと決定しました。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  以上で、各常任委員長の報告が終わりました。 

 これより審議に入りますが、議案についても委員長報告に対する質疑については審査の経過と

結果に対する質疑にとどめることを再度お願いしておきます。 

 まず、日程第２、報告第１号平成２０年度由布市土地開発公社の事業計画の変更を説明する書

類の提出についてを議題として、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより報告第１号を採決します。本案に対する委員長報告は了承です。本案は委員長報告の

とおり了承することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり了承されました。 

 次に、日程第３、議案第３号由布市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定についてを

議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告の

とおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 
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 次に、日程第４、議案第４号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題として、質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告の

とおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第５号由布市営国民宿舎条例の廃止についてを議題として、質疑を行い

ます。質疑はありませんか。７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  委員長にお伺いいたします。 

 まず１点、由布山荘の廃止で、跡地利用検討委員会を設置する一方、地元、行政、関係団体、

議会をと含めたところの検討委員会を早期に立ち上げるという跡地利用検討委員会とその下の検

討委員会というのが多分違うとは思うんですが、庁舎内で各課の調整を図るための職員の部会と

検討委員会だと、検討委員会が今度は職員から外れて外側の地元の方々等と思うんですけれども、

廃止後に利活用を図るための委員会を２段構えにするということでの効果をまず１点お伺いした

いということ。 

 もう一つが、具体的に検討を進める際に、各界ですね、地元、行政、関係団体、議会、とりわ

け関係団体の想定をどうしているかということを執行部のほうにお伺いしたのか。またその関係

団体の具体的な振り分けです。例えば農業、あるいは商工業、あるいは観光業という産業会ごと

に委員さんを選出なさるのか。その中には多分女性団体とか老人クラブとか、商工会でも青年部

の方々とか、あるいは地元の消防団とかいう機能集団にかかってもそれが選出されるのかなどの

協議がなされたのかをお伺いいたします。 

 ２点、よろしくお願いします。 

○議長（三重野精二君）  ２３番、山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  それでは、溝口議員の質問にお答えをいたします。 

 まず、検討委員会が内部と外部、２部というようなことで、効果はどうなのかということであ

りますが、やはり庁舎内の意見と、それから庁舎外の利用するほうの意見というのは違うと思い
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ます。庁舎内というのは事務的な内容が多いと思いますが、利用する方は本当にすべてのことに

関して、利用がいいとか温泉がいいとか、それから宿泊はどうだとかいうようにいろいろどうす

べきかというようなことで、本当に実践をしておるから正しいと──正しいというのはおかしい

んですが、よりよい判定ができるんじゃなかろうかと思っております。 

 それから２点目でございますが、中で振り分けはどうしたのか、それから、行政の振り分け、

委員の振り分け等については協議したのかということでございますが、それについては、例えば

農家代表、それから地域の代表、商店街の代表、そういうことについて、そこまでは事務局のほ

うから、どういう内容でするということについては説明は受けておりません。そういうことでご

ざいます。 

 それから、行政について、湯布院の灯を消さないと、湯布院の今まで国民宿舎そのものが非常

に全国的にも有名であったということで、今後は検討委員会等の委員の内容についても、私の委

員会のほうから、十分支障のないように検討委員の選定についてはやってほしいという要請はし

ております。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  これは最初の質疑のときにも申し上げたんですけれども、あくま

でも公共施設であるということで、公の市民全般に対するサービス施設としての設立が望ましい

んではないかというふうな質疑をいたしました。そのことに関する回答としてこの委員長報告が

反映されたのかなと思ったんですけれども、拠点の灯を消さないということで表現なさっており

ますけれども、私が執行部への質疑で申し上げた、全域に対する検討委員会の反映の組織が今委

員長のおっしゃった農業代表、商工業代表、観光業代表、ほかにもいろいろ考えられるとは思う

んですけれども、いっぱい出てくるということで、人数とかも必要になるし、そのあたりの執行

部の問いかけとその答えはなかったというふうにおっしゃっておるんですけれども、実際に検討

委員会を立ち上げるとなると、本来だったらもう早く、ほんとは早目に執行部のこういうふうに

やりたいというイメージが出てきて、それを受けた形で委員会が構成されるというのが当然の流

れだと思っていたんですけれども、まだそこら辺がちょっと明らかではないので、それを委員会

の中で話題に上ったのか、あるいは執行部からの内示といいますか、呈示があったのか、そのあ

たりをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  溝口議員が先般指摘されました内容についても、国民宿

舎そのものが湯布院町のメイン施設であるということと、これが先ほどの質問では、検討委員会

の中で計画、委員会を早目に設置をして、それで構成について、また今後の方向についてするべ
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きだという先般の指摘を受けたということですが、その内容については事務局のほうから、でき

るだけ早目に、事務局の話では３週間は観光協会が維持管理をするので、３月３１日以後に３週

間は観光協会が維持管理の経費も持つと、その後については利用について非常に空白をつくれな

いので、検討委員会の中で委員構成、それから内容については十分検討すると。 

 今までは、現時点では行政財産でありますが、３月３１日以後、４月１日からは普通財産とし

て、商工観光課が、担当が契約管理課に変わるということでございます。そういう内容でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  流れはおぼろげながらつかむことができました。ありがとうござ

います。これは余分になると思うんですけれども、今後、委員会でも、ぜひとも、最初に言いま

したように、市民、すべての方々が利活用できる施設建設という形の方向づけを堅持するという

か、守って、偏りのない市民の喜ぶ施設が、跡地として跡地に建設されることを望むところでご

ざいますので、委員会のほうでもよろしくそのあたりの推進をと思います。お願いいたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  今の話を聞いて気になることが２点あります。 

 １つは内部検討委員会あるいは外部の検討委員会、いずれにしても、その両方をチェックすべ

き観光経済委員会が外部の委員会に議会を入れろなんてことを堂々とこういう報告書の中に書く

というのは、私はちょっとけしからんというふうに思うんです。本来、いわゆる議会の立場でき

ちっと両方の委員会の状況を把握して、そして適切な対応をするというならいいけれども、さっ

きの保育所の民営化の、民営化何とか委員会とかあるいは業者選定委員会とか、要綱策定委員会

とか選定委員会とか各種に議員が出て、その委員会が十分なチェックを機能を果たしてなかった

というのは問題になります。 

 と同時に、先般の議会で検討委員会等をつくるけれども、それが諮問機関ならば、組織的にや

っていれば、それはもう報酬でごまかしてやるなんてだめだと、違法行為になるんだということ

を指摘──報酬じゃなかった、謝金ですか、やるなんか違法行為だとはっきり言われました。市

長が諮問委員に、私的に尋ねる部分なら別に構いません。しかし、組織的にやって事務局もつく

って、そしてその答申を尊重するような行為をやれば、当然小林議員が指摘した違法行為ですか

ら、それらを助長するような、こういう内容の書き方というのはちょっと気になるんですけれど

も、そこ辺は委員会の中では何か議論になったんでしょうか。その２点について。 

○議長（三重野精二君）  山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  １点目の内部委員会、外部委員会の設置については、委
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員会の中ではそういう先ほど申し上げましたように、説明では、そういう詳しい内容については

論議をしておりません。 

 それから、２点目の今の質問された件で、組織的に報酬等違法行為だということでありますが、

先ほども申し上げましたように、内部委員会、外部委員会、委員会をつくる以上は支障のないよ

うに、先ほどの質問にもありましたように、市民のすべての市民が利活用できるような内容の施

設をつくるべきだと思いますし、例えば跡地利用については何をつくるか、駐車場にするのか建

物を建てるのか、そういうことは全く不明瞭でございます。そういうことを今後は十分検討委員

会の中で検討して、先ほど溝口議員が言われましたように、すべての市民が利活用して喜ばれる

ような施設があれば、施設であれ駐車場であれ、どういう内容かわかりませんが、私たちはそこ

までは話を委員会の中ではしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  委員会でそこまで突っ込んだ話はしていないということだけはよ

くわかりました。基本的に、議員が入ってその中で議論するということと、委員会がきちんとチ

ェックするということは別のことなんで、その辺はけじめをつけてほしいし、同時に違法行為の

検討委員会をどしどし議会が追認するようなことは慎重に、やっぱりきちっとチェックほしいと

いうふうに思います。 

○議長（三重野精二君）  ２番、髙橋義孝君。 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  慎重審議いただいた観光経済の委員の方にはほんとにお礼を申し

上げたいと思います。この委員長報告を見ますと、昭和３８年保養温泉地、それから４６年間そ

の役割を果たしてきたということで、当然今議論の中で今後のことにすぐ移りがちなんですけれ

ども、今後のことも大事だと思うんです。でもやはりこれまで湯布院町の発展、それと由布院温

泉、湯布院観光の発展にもその一翼を担って寄与してきたこの施設がなくなるということに関し

て、例えば小学校がなくなったりすると閉校記念であるとか、今までのことに敬意を表して、節

目としてそういうことをやられるんですけれども、委員会の中でこれだけ重要な施設が幕を閉じ

るということに関して、そういったセレモニーをやったらどうかというふうな夢のあるような話

が出なかったでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  そういう意見が出ればよかったんでございますが、そう

いう意見は全く出ませんでした。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ２番、髙橋義孝君。 
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○議員（２番 髙橋 義孝君）  多分、今後のことをどうしようかということを一生懸命考えられ

てのことだろうとは思うんですけれども、ぜひ春になりますと温泉祭り等もありますので、それ

に絡めて、委員長、ぜひ関係各課、地域振興にも寄与してきましたし観光にも寄与してきました

ので、その辺、ぜひ委員長のほうからまた御支援いただけるとありがたいと思うんですけど、一

言だけ。 

○議長（三重野精二君）  山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  そういうことで、特に湯布院町の方におきましては由布

山荘というのは、私も職員時代相当何回も泊まった経験がありますし、会議でも利用した経験が

あります。本当に温泉施設もよかったわけでありますが、やはり長い年月には耐えきれないとい

う内容でありまして、場所が場所だけに、髙橋議員が言われるように、前向きに、いわゆる由布

市の観光のシンボル的な存在になるような工夫をして今後考えていかなければいけないと思って

おります。参考になりました。ありがとうございました。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑ありませんか。１８番、久保博義君。 

○議員（１８番 久保 博義君）  委員長にお尋ねしたいと思います。この廃止については何ら問

題ございません。私はいいんですけれども、跡地利用につきまして、各検討委員会をされるとい

うことでございますけれども、これいつごろまでをめどにしてやるのかということのお話をした

のか、確認をしたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  事務局の説明では、６カ月以内ぐらいというような話を

伺っております。特に、跡地利用については、観光協会が３週間利用します。その後空白ができ

るわけでありますが、その空白等についても、施設そのものを荒らされてはいけないということ

で、警備員を１人雇用するというようなことも言っておりましたし、できるだけ早く設置をする

と、執行部のほうがするということで、そういう内容でございました。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  久保博義君。 

○議員（１８番 久保 博義君）  観光協会が３週間ぐらい後管理するわけですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）電気料等につきましては新年度予算で組んでいるみたいでございますということで

伺ったんですけれども、温泉ですね、温泉がやっぱりとめるともうどうしようもなくなると思う

んです。浄化槽とかそういうものについては、施設が変わればもうそれなりのことができますけ

れども、温泉を一度とめますと、到底、またつけ直すとかいろんな問題が出てくると思う。施設

には立派な温泉、浴場がありますし会議室も立派です。それから、食堂もまだ立派です。そうい

うのを何か利用させて、ガードマンを雇うといってもガードマンの予算はどこにも組んでないん
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です。４月早々からガードマンの費用とかいうのはどうやって捻出するのか、どこで組むのか教

えていただきたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  山村博司君。 

○観光経済常任委員長（山村 博司君）  お答えをします。 

 確かに久保議員が言われるように、温泉施設と厨房はまだ５８年、５９年ですから新しゅうご

ざいます。これについても委員会のほうで、もったいないじゃないかというような意見も出まし

た。これについてもあとできた跡地利用の検討委員会の中で協議するものと思われます。 

 それから、ガードマンの経費については、これは国の緊急雇用交付金というのがございます。

その国の緊急雇用交付金の中からガードマンの費用は出すということを聞いております。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決します。この場合、本案の国民宿舎由布山荘は、由布市議会の議決

に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例に規定する施設であり、その廃止に

ついては、地方自治法第２４４条の２第２項の規定により、出席議員数の３分の２以上の同意を

必要とします。 

 ただいまの議員数は２４人、その３分の２は１６人です。本案に対する委員長報告は可決です。

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員24名中起立24名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。所定以上であります。（発言する者あり）全員でありま

す。起立２４人であります。所定数以上であります。よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

 ここで暫時休憩をいたします。１時１０分とします。 

午後０時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時09分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

 次に、日程第６、議案第６号由布市個人情報保護条例の一部改正についてを議題として、質疑



- 472 - 

を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告の

とおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次の日程第７、議案第７号及び日程第８、議案第８号については継続審査です。 

 次に、日程第９、議案第９号由布市使用料及び手数料条例の一部改正についてを議題として、

質疑を行います。質疑はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  これは提案理由を間違っているということで指摘した点ですけれ

ども、その間違った提案理由をそのまままたこれに書いているんですね。委員長の報告の意見に。 

 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴い、今回この由布市の条例も改正するよ

うになったわけですけれども、その根拠になっている大分県の事務処理の特例に関する条例の一

部改正について、根拠法をきちっと明記しなきゃならんのに、もとに溶け込んでいるからいいん

だみたいなことを総務部長平気で言いましたけれども、もうそういう話は３年前に終わっている

んです。３年前に。今は、やっぱり根拠法はきちっと明記するというふうに、それ以後２年前か

らずっときれいにしよったと思うたら、急にまたそういうことを言い出したから。正確にいうと、

２００８年大分県条例第４５号、これは担当課長からいただいたんですけどね──の施行に伴い

条例を改正する必要があるためという提案理由じゃなきゃいかんです。 

 今回許さんためにこれは反対しますけれども、次回からもうこういうことのないように。委員

長、その点委員会でどういうふうに議論されたんか、委員会は全くそういうふうに考えてなかっ

たんじゃないかと私気になってしようがないんです。どうでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  西郡議員からの質問があるからと思うて十分に協議をし

たんですが、西郡議員が言われるのも間違いではないと。執行部の提案理由も間違いじゃないと

いうのが、一応担当課にお聞きしたんですけれども、双方は間違っていないということで、今後

のこともありまして、一応従来どおりにお願いしたいということで、このままいかせていただき

ました。 
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 以上です。 

○議長（三重野精二君）  西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  従来どおりというのは、間違っていたら訂正して書き直して差し

かえるというのが従来どおりなんです。今回、ついさっき口がすべって、このまま認めるなんて

言ったけれども、反対するだけじゃなしに、やっぱりそこまできちっとやるということをやらな

いとくせになるんです。 

 ちなみに、議会終了後、今までそげやったけえいいじゃないかみたいなことを平気で執行部側

も言うけんね、そういう点は間違い、間違いは間違いということをただすということで、委員会

も、執行部の言うことも正しいけど西郡議員の言うことも正しい、そんなばかなことを言わんで、

どっちにすべきかきちっと話して、そして委員会で最終結論を出すと。議会の権威を取り戻して

くださいよ、みっともない。お願いします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告の

とおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第１０号由布市財政調整基金条例の一部改正についてを議題として、

質疑を行います。質疑はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  委員長にお尋ねします。 

 この条例でいきますともう、他の基金には入れなくて、財政調整基金だけに剰余金の２分の

１入れるということになるんですけど、ちょっとそれじゃ不都合が生じるんじゃないかと思うん

ですけど、そこ辺はどういうふうに議論されたんでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  新井一徳君。 

○総務常任委員長（新井 一徳君）  この議案自体がもう財政調整基金条例の一部を改正するとい

うことで、他の基金等については議論はありませんでした。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ８番、西郡均君。 
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○議員（８番 西郡  均君）  ということは、そういうことを意見を言う人はだれもいなかった

ということですか。 

○議長（三重野精二君）  ４番、新井一徳君。 

○総務常任委員長（新井 一徳君）  そういうことです。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１０号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１１、議案第１１号由布市市民運動場条例の一部改正についてを議題として、質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１１号を採決します。この場合、本案の湯平五本松グラウンドは、由布市議会

の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例に規定する施設であり、その

廃止については、地方自治法第２４４条の２第２項の規定により、出席議員数の３分の２以上の

同意を必要とします。 

 ただいまの出席議員数は２４人、その３分の２は１６人です。本案に対する委員長報告は可決

です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員24名中起立24名〕 

○議長（三重野精二君）  起立２４人であります。所定数以上であります。よって、本案は委員長

報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１２、議案第１２号由布市体育センター条例の一部改正についてを議題として、

質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１３、議案第１３号由布市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正についてを議題と

して、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１３号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１４、議案第１４号由布市介護保険条例の一部改正についてを議題として、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  反対討論から行います。 

 介護保険については抜本的改正を国に、当市議会として要請しているところでありますが、一

向にその改善の施策が具体的になっていません。それがもとで今回のように値上げするものだけ

が一方的に我々に押しつけられるということで、その点については反対であります。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 
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 これより議案第１４号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１５、議案第１５号由布市道路占用料徴収条例の一部改正についてを議題として、

質疑を行います。質疑はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  委員長報告に摩訶不思議なものを見つけたんですが、道路法施行

令の一部を改正する政令の施行、政令が交付されたのが２０年の１月１７日です。既に１月に交

付されて、施行が２０年４月１日、昨年の４月１日に施行なんです。だから、これが根拠法で、

おかしいじゃないかというのをこっちが言ってたんです。そしたら、聞いたところ、あの質疑の

中では、今県議会にちょうど条例改正案をかけているので、その施行が県の条例の施行日がこと

しの４月１日になっているんでそういうふうにしたいということですから、それを提案理由にき

ちっと明記すべきだというふうに言ったのが私の趣旨でした。委員会ではそのことをどういうふ

うに議論されたのか。そして、ここに書いている平成２０年４月、国会で決議されというのは何

を指しているのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  西郡議員が言われたこと、大変申しわけないんですが、

私は今記していることしか議論をしておりません。大変申しわけありません。 

○議長（三重野精二君）  西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  議論したわけでもなんでもない。当局が言ったことをそのままう

のみにして、ほんとかと思うて書いただけの話で、そんな事実でもないことを書いて、そしてこ

れが後世に残るようなことじゃ困るから、きちんと事実関係を確かめて、そしてこの訂正を早目

に議長に申し出るなりしてください。 

 この２０年４月、国会で決議なんちゅうのは何の根拠もないし、その後段の部分の九州ブロッ

ク会議で単価を統一するもので云々かんぬんって、こんなのに拘束されないんですよ。まして私

たちは、法律や条例に基づいてこの行為を行っているわけで、その根拠法をきちっと明記して、

そしてこの質疑の中で明らかになったように、県が改正する予定なので、その施行がことしの

４月１日からになっているんで、そういうふうな提案理由をきちっと書きかえるという指導を委

員会がしなきゃならんのに、さっきの何とかいう使用料及び手数料条例と全く同じなんですよ。

何か当局がいうのをそのままうのみにして、ほんとかと思うて、うそ八百を並べたてて、そして

それで平然としている。議会としてまことに恥ずかしい行為なんですけど、もう一回御答弁をお

願いします。 
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○議長（三重野精二君）  利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  委員会とまた担当課と協議をして、また御返答申し上げ

たいと思います。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  これはもう執行部にきちっと言っておきます。 

 先ほどの件も同じなんですけれども、こういうふうに明らかにおかしいと思うところを直すち

ゅうことをやらないと、いつまでたっても直りません。平然と開き直ってこれを押し通すんだな

んて姿勢が特に総務部長なんていうのは強くなっているみたいですけど、そこら辺は、あと残り

短いとはいえ、あなたの後を引き継ぐものにきちっとさせるようにしない限りは、由布市は直り

ませんよ。だって、前の総務部長がそういうことは二度としませんって約束したことですから、

別に言ったっていいんじゃないですか。そういうことを指摘して反対討論といたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第１５号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１６、議案第１６号由布市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について

を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  前議案と同様の趣旨で反対といたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第１６号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１７、議案第１７号由布市市営住宅条例の一部改正についてを議題として、質疑

を行います。質疑はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  委員長にお尋ねいたします。 

 その暴力団員ときちっとわかるっていうのは非常に難しいんですけど、うわさでは暴力団と思

われるものが公営住宅にいるんじゃないかというのはもうしょっちゅう伺っているわけですし、

委員会の中でもそういう議論も出ました。幸いこの前の質疑の中でも言いましたけれども、露店

商の組合が、たまたまきちょくれ祭りが前の○○○○○○が組合長がそのあっせんをしておった

ということで逮捕されましたけれども、たまたまきちょくれ祭りの構成員は変わっていたと、そ

れから。そういうことではよかったんですけれども、そういう心配する懸念が随所にあるという

ことで、委員会では、私は署長の証明書をとるようにってお願いしましたけれども、委員会では

どのように議論されていたのか、その辺をお知らせいただきたいんですが。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  西郡議員にお答えします。皆さん、先ほど報告したお手

元にもありますように、南署の署長に、市長が求めることができるって書いてますように、こう

いうことが今度できるようになりましたので、担当課のほうで、もしこういう事態が起こりまし

たら署名を求めるということになっております。また、課長からお聞きしまして、指定暴力団及

び団員というのは、先般も西郡議員の質問に回答がありましたように、暴力団員というのは挾間

にももちろんおりません。○○○○さんとか○○さんとか、ああいう方は別に指定暴力団でなく

て、両替商の組合員であって、通称いうテキ屋さん、商売人でございまして、暴力団員とは関係

ありません。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  以前、私は朴木小学校の卒業式で、○○○○○、これは天神橋に

事務所を構えていた、あの連中が来て、脅しに来られて、こっちは訴えたんですけど、しかし、

当局としては暴力団員じゃないということで深く追求もしなかったしうやむやに終わった経過も

あるんですよ。だから、警察の一方的な発表でその人が構成員か構成員じゃないって、その人が

やった過去の事実ですね。例えば恐喝をしていてムショに入ったことがあるとか、何かいろんな

事実がずっとたび重なっているひとが湯布院にいるらしいんですけど、そういうことが暴力団員

じゃないからということの免罪符になっているんじゃないかというふうに危惧するんですけれど

も、今あなたも言われたように、おりませんとかいうことを言われると、ちょっとこっちも気に
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なるんですけど。そこ辺、心配はしてないんですか、委員会で。 

○議長（三重野精二君）  利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  あくまでこれは人道上の問題がありまして、人の個人の

ことですから、あくまで課長が申しましたように、西郡さんの質疑に申しましたように、一応現

在は暴力団員はいないということで、その準構成か構成とか、あるいはああいう外商の仕事をや

っている方とかいう方はおられましょうけれども、ちゃんと名前を張る、ここでいいます暴力団

という方は由布市にはいないそうです。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。討論なしと認めます。 

 これより議案第１７号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１８、議案第１８号由布市市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正についてを議題

として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１８号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１９、議案第１９号由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部改正についてを議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、太田正美君。 

○議員（１０番 太田 正美君）  委員長にお尋ねします。 
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 機能別消防団員というのはどういう方を想定しているのか。それと、定員というか人数はどの

程度の人数を雇えるようにすることなのかをどういうふうに話されたかをお尋ねします。 

○議長（三重野精二君）  ４番、新井一徳君。 

○総務常任委員長（新井 一徳君）  大体後方支援等ができるような形の方ですけれども、大体市

の職員の中にも、以前は消防団に加入していたけれども、退団した方とか、いろんな方がＯＢの

方もいますので、そういった方をこの団員に雇うような考えであるような（発言する者あり）市

外出身者等も中に職員もいますので、そういった方が由布市の消防団員に入っていないというこ

ともありますので、そういった方を対象に機能別団員としたいというような説明がありました。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  １０番、太田正美君。──新井一徳君。 

○総務常任委員長（新井 一徳君）  つけ加えます。現在、１４名ほど機能別団員として予定して

いるということであります。 

○議長（三重野精二君）  太田正美君。 

○議員（１０番 太田 正美君）  この人たちはそれで、指示、命令系統はどういう人のもとに配

属されるんでしょうか。 

○議長（三重野精二君）  新井一徳君。 

○総務常任委員長（新井 一徳君）  ですので、そこら辺がまだはっきりしていませんので委員長

報告にありましたように、そういったところを、役割と責任とかを周知徹底するようなことをし

てほしいという意見を付して委員長報告に致しました。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１９号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２０、議案第２０号宇佐市と由布市との証明書等の交付等に係る事務の委託に関

する協議について及び日程第２１、議案第２１号の２件を一括議題として、質疑を行います。質

疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第２０号及び議案第２１号を２件を一括採決します。この２件に対する委員長報

告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、議案第２０号及び議案第２１号の２件は委員長

報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２２、議案第３１号平成２１年度由布市一般会計予算についてを議題として、質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  それでは、反対討論から行います。 

 １つは、もう今から７年前、２００２年３月３１日をもって同和対策関係法がなくなったにも

かかわらず、いまだに部落開放同盟や全日本同和会におもねて同和対策課を残し、人件費だけで

も２,０００万円、役場の職員で２人で１,５７０万円、あと社会生涯学習課づきの嘱託職員や臨

時職員等がいますけれども、これらは全くの無駄遣いであります。川上集会所も生涯学習で扱え

ばよいし、本来しなければならない２億１,０００万円の貸付金の返済は遅々として全く進んで

おりません。 

 ２つ目には、旧庄内町が自慢していた学校に併設した給食室、いわゆる自校方式、その歴史や

誇りも投げ打って巨大な給食センターを着工してしまいました。いまならまだ間に合います。主

要な建設費、設備備品等来年度予算に上がっているわけですから。これを直ちにやめて、自信と

歴史を、誇りも失わないような庄内の自校方式を続けてほしいし、挾間と湯布院は早急に建てか

えてほしいと思います。 

 ３つ目は、今年度強行しました保育所と老人ホームの民営化に引き続き来年度予算では、障が

い者福祉施設の小松寮の民間委託検討委員会ですか、あるいは業者募集何とか委員会、業者選定

委員会等が予算化されております。幸いにも委員長報告の中で、それらはやっぱり慎重にやらに

ゃならんのじゃないかという文言になりましたけれども、私としては慎重もなにも、民営化すべ

きじゃないと。これも福祉の庄内ってかつては庄内町が誇りにしていた分野なんです。それが、
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その庄内町町長をしとった人が市長とは思えないぐらいの投げやりなことを平気でやっているん

ですけれども、断じてそういうことはやるべきじゃないということをそれぞれ述べて、反対討論

といたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。１９番、小野二三人君。 

○議員（１９番 小野二三人君）  私、賛成の立場から討論をさせていただきたいと思います。 

 御承知のとおり、財政を運営するに当たっては、申すまでもなく、予算の編成、執行、決算と

いう一連の財政活動を通じて、常にその健全性の確保に努め、行政活動の究極の目的であります

行政水準の向上、とりわけ財政収支の均衡を保持し、利益福祉を最高水準に達成し、より活発な

行政活動の推進が必要とされております。こういった財政運営の原則に立っての２１年度一般会

計予算は、これまで総合計画、実施計画、行財政改革実施計画に基づいて選択と集中の予算編成

がなされていると思料されます。行財政改革のさなか、依然として続く厳しい財政事情、行政

サービスに対する多種多様化する住民の要望に対し、７つのプロジェクトをもとに、新規、継続、

復活といった事業が予算として措置されております。 

 具体的には、本年９月稼働予定の給食センター建設事業、２年保育のための由布川幼稚園建設

工事、連携型中高一貫教育経費、福祉センター建設に伴う概算設計費、阿蘇野地域のブロードバ

ンド整備事業補助、さらには子育て支援策意向調査、生活都市基盤の整備であります都市計画区

域再検討に対する業務経費並びに市道の整備経費等々、由布市行財政改革大綱の基本理念に沿っ

たソフト、ハードの事業経費が措置され、その予算編成に当たっての市民要望の配慮が満足には

満たされているとは思いませんけれども、随所にうかがえます。 

 特に、予算額の多寡にかかわらず、行政水準の向上に直接結びつく経費とされる突出経費も伸

びております。とは申せ、歳入では財政調整基金からの繰り入れ、臨時的財源であります地方債

への依存等も余儀なくされております。したがって、今後とも引き続き行財政運営のあり方を聖

域なく検証し、新生由布市がスタートして４年目の通年予算となっております。 

 予算は行政の設計書とも言われております。どうか新市まちづくり計画に沿った施策の実行実

現、そして冒頭に触れましたように、最終的な経費負担者であります市民の利益・福祉水準向上

のため、なかんずく真に心の豊かさが実感できる、ぬくもりのある由布市構築のため、費用対効

果につながる予算執行を望み、平成２１年度由布市一般会計予算に対しての賛成討論といたしま

す。 

○議長（三重野精二君）  ほか討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第３１号を採決します。本案に対する各委員長報告は可決です。本案は委員長報
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告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２３、議案第３２号平成２１年度由布市国民健康保険特別会計予算についてを議

題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  国保で、いろんなことが改善されているんですけれども、ただ

１点、全く私の言うことに聞き耳立ててない件があります。それは、先ほど財政調整基金のとこ

ろでありました基金の問題であります。合併直前にそれが１億円ずつ持って３億円の基金をつく

ろうということで合意して、当時基金のなかった挾間町も一般会計から繰り入れてこっちに、基

金に同意したわけです。 

 ところが、剰余金が出ているにもかかわらず取り壊して２億６,０００万円にしてしまうと。

そして、その後も剰余金がずっと出ながら全然補充もしないし財政法に定められた、一般会計に

繰り戻して引き上げれば別ですけれども、基金繰り入れさえしないと。一体何を考えているのか

と。少なくとも３億円というのは守るべきじゃないかと。 

 昨年の質疑の中で、国保の前の課長ですか、３億２,８００万円必要だというふうに言われま

した。そういうことを自分の口から言いながら引き継ぎもされていない。一体何を考えているん

だろうかというふうに思うんですけれども、再考していただけるようお願いして、反対討論にし

ます。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第３２号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２４、議案第３３号平成２１年度由布市老人保健特別会計予算についてを議題と

して、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 
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 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３３号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２５、議案第３４号平成２１年度由布市後期高齢者医療特別会計予算についてを

議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  反対討論を行います。 

 昨年の出発時ではわずか数名だったんですけど、請願の採択のときには１０人近くの人が同意

したけれども、反対が多くて請願は国会に届けられませんでした。しかし、国会は、後期高齢者

医療制度の廃止を可決、参議院のほうでしたんです。そのことを考えたら、やはり地方からこれ

の廃止を望む声をきちっと上げると。そしてそれを継続するような特別会計についてはやはり否

決をして、そしてその意思を示すということが重要だと思いますので、この後期高齢者医療特別

会計予算に反対をいたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第３４号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２６、議案第３５号平成２１年度由布市介護保険特別会計予算についてを議題と

して、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  この件に関しては、当由布市議会も抜本改正を求める意見書を国
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に届けております。しかし、国はその抜本改正どころか、そのままにしておいて、今回みたいに

値上げだけを住民に押しつけてくるというようなことであります。その値上げ、先ほど条例可決

されましたけれども、それを反映した予算案にも反対をいたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第３５号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２７、議案第３６号平成２１年度由布市簡易水道事業特別会計予算についてを議

題として、質疑を行います。質疑はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  委員長にお尋ねします。 

 いわゆる市営の簡易水道であるにもかかわらず、そういう位置づけをやられていないと。要す

るに１９８０年ですか、当時私も議員でありましたけれども、挾間町がその簡易水道の設置を条

例化してなかったということで、市としてもそういうふうにしてないみたいな話を平気で答弁し

ていましたけれども、そういう瑕疵があったとしても、それは行政側の責任ですから、そこら辺

はきちっとするようにということを委員会のほうで指摘したのかどうか、その辺は確認したいと

思います。時松簡易水道のことです。 

○議長（三重野精二君）  利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  前回も西郡議員さんから第４回定例会もその話が出まし

た。今回は、課長いわく、前回と同じで、２８年までに前向きでやるということで、本委員会で

は協議をいたしておりません。 

○議長（三重野精二君）  ８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  それは執行部と同様、職務怠慢なんですよ。委員会でそのことが

わかっておりながら、２８年まで先延ばしするなんてもってのほかですよ。やっぱり直ちにそれ

を行政としてきちっと把握して、手続上、条例化が必要ならばそれをすぐすると。同時に、適切

な今の運営が指定管理者の制度にのっとってやってるんかどうかということをやっぱりやってな

いわけですから。そういう今の法律に照らして適切な指導監督を行うように、委員会として指摘

すべきだったというふうに思いますけれども、後で反対の討論は別にしませんけれども、反対で

表明します。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３６号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２８、議案第３７号平成２１年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について

を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  質疑の中で言いましたけれども、運営協議会も開かないで次来年

度の事業計画を決めるなんていうのはもってのほかですよ。何のための運営協議会ですか。 

 と同時に、最初からパンクしているやつにどんどんつぎ込むと。今回も加入負担金を上げてい

ますけれども、もう考えられないことですよ。正常な稼働はしてないんですよ。だからこういう

予算組みじゃなくて、抜本的に直ちに処理場を、３億円ですか、かかるのは。つくって、それで

後顧の憂いのないようにゆっくり調査をするというようにしたら私はいいと思うんですけれども、

そういう固い行政の決意が見られない予算ですので、反対をいたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第３７号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立22名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２９、議案第３８号平成２１年度公共下水道事業特別会計予算についてを議題と

して、質疑を行います。質疑はありませんか。２０番、吉村幸治君。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  委員長にお尋ねします。 

 ２１年度も、４年目にして同じような予算書が出たわけですけれども、この方向性等について
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市長の弁もあった時期もありましたが、どのようにするのかということを委員会としてただした

のか、その辺をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  担当課が都市・景観でございまして、そのことは委員会

でももちろん出ましたが、２０年度予算の中で４００万円近くでしたが、ちょっと手元にありま

せんけれども、それに対する報告書を出しておりますが、年度内に出してくれということのお願

いをしておりますが、もう３月３１日までにはどうかなるかもしれないということで、それもは

っきりわからないんですが、２年前も１００万円以上出してそういう経過の下調べをし、今回そ

ういう金額でまた調査をやってるんですけれども、それについては、早期にということで、委員

会ではそれ以上のことは別に申しておりません。 

 私個人も現場の状況から判断して、早期にお願いしたいとは思っております。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  ただいまの質疑と少し関連するところがあります。 

 市長の方針としては、凍結が打ち出されてその後──これはオフレコだということでしたが、

大分市のほうにつなぐ案が出ているということを課長がおっしゃったときに、この話がどこまで

どういうふうになるのかということが私は今質疑に立っている理由なんですけれども、その連結

がどの程度今回の予算の中に反映されるのかなと思っていましたが、もちろんそれは表明されて

おりませんし、そういうことに関して委員会がどういったふうに連結するんだったらやるのか方

策、ノウハウ、方向性といったものを執行部に対して聞きただしたのかということをお聞きした

いと思います。 

○議長（三重野精二君）  １７番、利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  お答えします。 

 このことについては、景観課長が突然にそのことを申しまして、私も市長のほうにすぐ目をや

ったんですけど、これは市長に報告してなかったと思います。我々当委員会にも報告は一切あり

ませんで、課長単独でここの場で公にしたことで、それにつきましては当委員会で本人がちゃん

とお断りを申して、あのことはなかったことにというようなことで、（「なかったことに」と呼

ぶ者あり）今回は、それやっていることは事実ですが、言うべきではなかったと。段階ですから、

そのことを強く我々も要望し、本人が陳謝をしたところでございます。 

 それで、予算にも上げてないし、このことは一応、ほんとは言葉を出さんほうがよかったんで

すけれども、あえて言えば進行中ということで右も左も今わからない状態が現実でございます。 

 以上です。 
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○議長（三重野精二君）  ほかに質疑ありませんか。７番、溝口泰章君。 

○議員（７番 溝口 泰章君）  今の委員長の答弁ですと、話はなかったんだということと理解し

てよろしいですか。 

○議長（三重野精二君）  利光直人君。 

○建設水道常任委員長（利光 直人君）  これから常に２１年度で入られるようですけれども、今

のところ話は未定ですので、話としてはなかったということにしていただきたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。２０番、吉村幸治君。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  一応これは反対したいと思うんですよ。旧挾間町のときから

１つ懸案になってきたこの事業を、我々市議になって方向性をつけられなかったということは、

議会としても非常にこれは失態であるというふうに思うんです。この予算をまた許して引き延ば

し引き延ばしでやるということが果たして由布市にとっていいのかなという危惧もするもので、

一応これは、私は反対しておきたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  ８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  賛成の立場で討論いたします。 

 基本的には、去年は反対したんですけど、中止するということだったから。いろんな２８通り

の方策もいろいろ考えているということで、どういうことを検討しているのかなというのはこっ

ちも興味があるわけです。一日も早い調査結果のあれが欲しいのと同時に、伏線で、オフレコで

もなんでも結構です。いろんな方途を探っているということで、それをぜひ実現させて、それを

望んでいたのは、はっきり言いますけれども、サントピア古野といって大きな団地がありますけ

れども、そこに終末処理場をつくる前にそのことを議会に要請がありましたけれども、一応それ

はだめだと断った経緯もありますけれども、皆さん望んでいることです。あの周辺住民が。だっ

て医大は皆入っているんですから。そういう点で言えば一日も早くそれが実現して、なおかつあ

の同尻の地を有効に終末処理場として利用されることをお願いして、賛成討論といたします。 

○議長（三重野精二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第３８号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立21名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第３０、議案第３９号平成２１年度由布市健康温泉館事業特別会計予算についてを
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議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３９号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第３１、議案第４０号平成２１年度由布市水道事業会計予算についてを議題として、

質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４０号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１４時１５分からとします。 

午後２時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時15分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

 お諮りいたします。本日、市長から議案３件及び議員発議として発議１件、並びに各委員会か

ら閉会中の継続審査・調査申出書が提出されております。ついては、この提出案件５件及び会議

規則第１５９条の規定による議員派遣の件についての計６件を日程に追加し、追加日程第１から

第６として議題にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  異議なしと認めます。よって、議案３件、発議１件、閉会中の継続審



- 490 - 

査・調査申出書及び議員派遣の件についての計６件は、追加日程第１から第６として議題とする

ことに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．議案第４７号 

追加日程第２．議案第４８号 

追加日程第３．議案第４９号 

追加日程第４．発議第１号 

○議長（三重野精二君）  まず、追加日程第１、議案第４７号から追加日程第３、議案第４９号及

び追加日程第４、発議第１号を一括して上程します。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第４７号から議案第４９号について、市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、ただいま上程されました追加議案につきまして、一括して提

案理由の御説明を申し上げます。 

 今回、御審議をお願いいたします案件は、条例の一部改正１件、損害賠償の額の決定１件、補

正予算１件の合わせて３件でございます。 

 それでは、提案理由を順次御説明申し上げます。 

 最初に、議案第４７号由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について御説明申し上

げます。 

 今回の改正は、平成１８年７月より実施しております一般職の職員給料の削減につきまして、

依然として厳しい財政状況を勘案し、職員組合の理解と協力を得て、私の任期中であります本年

４月から９月までの６カ月間、引き続いて職員の給料月額５％を減額するものでございます。 

 次に、議案第４８号損害賠償の額の決定について御説明を申し上げます。 

 本年１月２８日、湯布院町の上水道施設であります第１水源地川上ポンプ室で、職員が水道水

の滅菌薬品を取り扱い中に誤って原液が施設内に流出し、下流の九州林産株式会社の養魚場へ流

入した結果、養殖魚の大量死が発生をいたしました。このため、九州林産株式会社により死魚の

処分が行われ、当該費用について賠償するため、由布市水道事業の設置に関する条例第７条の規

定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第４９号平成２０年度由布市一般会計補正予算（第７号）について御説明申し上げ

ます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ２,６９３万６,０００円を追加し、予算総額を１６１億

６,５０２万円にお願いするものでございます。内訳といたしましては、保育所運営費である措

置費について、３月補正予算要求時の精算見込み額の精査を誤った結果、決算見込みで２,６９３万
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６,０００円の不足が生じることが判明いたしましたので、今回計上をいたしました。今後この

ようなことがないよう職員を指導するとともに、チェック体制を強化してまいります。 

 また、学校給食センター物品購入金額が確定したことから、市債の減額補正が必要となりまし

たので、今回補正をお願いするものでございます。 

 以上で、私からの提案理由の説明を終わらせていただきます。詳細につきましては担当部課長

から御説明を申し上げますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（三重野精二君）  次に、発議第１号について、２３番、山村博司君。 

○議員（２３番 山村 博司君）  それでは、議員発議第１号について申し上げます。 

 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書、上記の意見書を別紙のと

おり会議規則第１４条第１項の規定により提出をいたします。平成２１年３月１８日提出、由布

市議会議長三重野精二殿、提出者、由布市議会議員山村博司、賛成者、由布市議会議員工藤安雄、

同じく後藤憲次、同じく吉村幸治、同じく藤柴厚才、同じく太田正美、以上の議員でございます。 

 提案理由、協同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造し、働くこと、

生きることに苦難を抱える人々自身が社会連帯の中で仕事を起こし社会に参加する道を開くもの

であり、その実現のために協同労働の協同組合法の制定を求めるためのものでございます。 

 次のページをお開きください。意見書の内容については、協同組合協同労働は、働くことを通

じて人と人のつながりを取り戻し、コミュニティーの再生を目指す活動を続けており、上記の社

会問題解決の手段の１つとして大変注目を集めています。現在、この協同労働の協同組合には法

的根拠がないため、社会的理解が不充分であり、団体としての入札、契約ができないことや社会

保障の負担が働く個人にかかるなどの問題があります。また、雇用・労働の問題と地域活性化の

問題は不離一体ですが、だれもが希望と誇りを持って働く、仕事を通じて安心と豊かさを実感で

きるコミュニティーをつくる、人とのつながりや社会のつながりを感じる、こうした働き方を目

指す協同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働く

こと、生きることに困難を抱える人々自身が社会連帯の中で仕事を起こし社会に参加する道を開

くものであります。 

 国においても社会の実情を踏まえ、課題解決の有力な制度として、協同労働の協同組合法の速

やかなる制定を求めるものであります。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先につきましては、衆議院議長江田五月殿、参議院議長河野洋平殿、内閣総理大臣麻生太

郎殿、厚生労働大臣舛添要一殿、総務大臣鳩山邦夫殿、経済産業大臣二階俊博殿。以上でありま

す。 
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 何とぞ議員皆さんの御賛同よろしくお願いいたします。（「参議院議長と、参議院議長の名前

が違うた」と呼ぶ者あり）（「ほんとか」と呼ぶ者あり）（笑声）（「訂正を」と呼ぶ者あり） 

○議長（三重野精二君）  ちょっと、山村委員長、その場で今間違ったもの、訂正だけお願いしま

す。 

○議員（２３番 山村 博司君）  訂正します。「参議院議長江田五月殿」、いいですかね。

（「衆議院」と呼ぶ者あり）「衆議院議長河野洋平殿」、大変失礼しました。 

○議長（三重野精二君）  次に、議案４７号について詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（工藤 浩二君）  それでは総務課長です。議案第４７号につきまして詳細説明を行い

ます。 

 由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正についてでございます。 

 由布市職員の給与の特例に関する条例、平成１８年条例第４７号の一部を改正する条例を次の

ように定める。平成２１年３月１８日提出、由布市長。 

 提案理由といたしましては、厳しい現下の財政事情にかんがみ、引き続き職員の給料の減額を

行うためでございます。 

 裏面をお願いいたします。次のページの新旧対照表でございますが、現行では平成２１年３月

３１日までで５％カットが終了いたします。４月１日から改正案といたしまして、４月から本年

９月３０日までの間継続を実施するということで、１００分の５を減収といったことでお願いを

いたしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、議案４８号について。水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。議案第４８号損害賠償の額の決定についてを説明を

いたします。 

 滅菌用塩素流出事故による損害賠償の額の決定について、由布市水道事業の設置に関する条例

平成１７年条例第２０３号第７条の規定により、議会の議決を求めるということでございます。

相手方といたしまして、由布市湯布院町中川○○○番地○、九州林産株式会社湯布院事務所所長

加賀英昭さん、損害賠償額１３２万９,９９３円、平成２１年３月１８日提出、由布市長という

ことでございます。 

 提案理由といたしまして、湯布院町の上水道施設において、滅菌用塩素が施設外へ流出し、九

州林産株式会社が養殖中の魚を大量死させ損害を被らせたためということでございますが、九州

林産株式会社とこれまでに損害賠償の協議を行ってまいりましたが、損害賠償の額が決まりまし

て、設置条例の第７条で、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等により、損害賠償の額の

決定で、当該決定額が３０万円以上のものは議会の議決を求めるということになっておりますの
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で、お願いするものでございます。 

 大変皆様には御迷惑をおかけしましたが、現在再発防止といたしまして、作業ホースは絶対に

薬品をつかないように作業することと、施設外へ薬品が流出しないよう薬品タンク回りをコンク

リート防護壁の設置と、施設内排水先の配管変更を実施をしました。ともに緊急時の連絡体制の

徹底を図るようにということで、今努めているところでございます。 

 また、薬品タンクにつきましては、水源地より川上配水池への移設も今検討しているところで

ございます。 

 御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三重野精二君）  次に、議案第４９号について。財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  財政課長です。それでは、私のほうから議案第４９号平成２０年度

由布市一般会計補正予算（第７号）につきまして詳細説明をさせていただきます。 

 歳入歳出予算の補正ということで、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,６９３万

６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６１億６,５０２万円と定める。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 それから、地方債の補正ということで第２条に、地方債の変更は第２表地方債の補正によると

いうことで、平成２１年３月１８日提出、由布市長。 

 それでは、早速中身を説明させていただきます。３ページをお開き願いたいと思います。

３ページが第２表の地方債の補正ということで、今回は変更ということでございます。 

 起債の目的でございますが、教育施設整備事業債、この分が今回変更をお願いするものでござ

います。これは内容としましては、給食センター建設事業にかかわる分の変更でございます。 

 これの事業につきましては、御承知のように継続費を設定しております。２０年度の年割額の

最後の業務ということで、給食センターの物品購入の入札が２月に実施されたことですが、提示

繰り越し額の関係もありまして、この状況を見極める必要があったということで、今議会一番最

初に補正予算第５号に上程しました分には間に合いませんで、今回７号で補正をお願いするもの

です。補正前の限度額でございますが、４億９４０万円、これから１,７７０万円を減額いたし

まして、補正後の限度額を３億９,１７０万円とするものでございます。 

 次に、事項別の明細書の説明に移りますが、歳出のほう説明したほうがわかりやすいと思いま

すので、７ページをお願いします。 

 ７ページが歳出ということで、３款の民生費２項の児童福祉費２目の児童措置費ということで、

節が扶助費でございますが、今回説明欄にございますけど、保育所の運営費ということで

２,６９３万６,０００円増額の補正をお願いしております。これにつきましては先ほど市長から
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提案理由もございましたように、今年度の保育所の運営費、これの総額を見込みを誤ったという

ことで、不足が生じることになりまして今回増額の補正をお願いするものでございます。 

 それから、次の１０款の教育費５項の学校給食費２目の給食センター建設費、これは補正予算

につきましては増減ございませんが、そこの財源内訳にございますように地方債を１,７７０万

円減額して一般財源が１,７７０万円ということで、財源更正を行うものでございます。 

 それでは歳入に戻りまして、６ページですかね。歳入につきましては１５款の国庫支出金１項

国庫負担金の１目民生費国庫負担金、この中で補正額が１,２９４万６,０００円の増額となって

おります。これ、さっき歳出のほうで説明をしましたが、保育所の運営費が２,６９３万

６,０００円増ということですので、本来ですと国庫負担金につきましては、この率が国庫の場

合は２分の１、それから県負担金が４分の１ということになっておりますので、この分だけ

２,６９３万６,０００円の分に対して２分の１、もしくは４分の１増額となるわけですが、先ほ

ど別途に資料を差し上げましたように、由布市の場合、保育料の軽減をしております関係から、

必ずしも２分の１、４分の１という金額にはなっておりません。若干少なくなっております。そ

の分だけ一般財源のほうを持ち出しが多くなっているということでございます。 

 それから、１９款の繰入金につきましては、今回２,５２１万７,０００円の増額ということで

す。これの内訳につきましては、保育料の一般財源分が７５１万７,０００円と市債の財源更正

分１,７７０万円、これで合計２,５２１万７,０００円となっております。 

 それから、２２款の市債につきましては、先ほど申し上げましたように給食センターの建設事

業債ということで、合併特例債でございますが１,７７０万円の減額ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  以上で、議案３件及び発議１件の提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの追加議案については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会

付託を省略し、これより全員による審議にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略し、全員による審議

とすることに決定しました。 

 これより、審議に入ります。 

 まず、追加日程第１議案第４７号由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正についてを

議題として質疑を行います。質疑はありませんか。８番、西郡均君。 

○議員（８番 西郡  均君）  市長の提案理由の口述のほうで、自分の任期にあわせたというこ

となんですが、任期は１０月２９日ですよね。それで、９月３０日がどういうふうにして出てき

たのか、そこ辺の齟齬の関係をちょっと教えていただきたいんですが。ま、担当課でもいいです。 
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○議長（三重野精二君）  総務課長。 

○総務課長（工藤 浩二君）  総務課長でございます。８番議員さんにお答えをいたします。 

 任期といいますのは、今おっしゃられるとおりでございますが、一応任期いっぱいといいます

か、一応９月までということにいたしておりますので、任期は１０月までありますが、それまで

も──どういうんですか──一応まあ、そういうことで任期ということですね。（笑声）お願い

したいというふうに思っております。（「そういうことですね」と呼ぶ者あり）はい。 

○議長（三重野精二君）  ５番、佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  お疲れです。５番です。大変提案理由が厳しい財政事情というこ

とで理解もできます。 

 まず、現在市長三役含めて、市長は任期までという形で１０％削減しております。職員の皆さ

んは３月までということが、振り返ってみますと１８年の６月に職員みずから県内旅費の返上、

それから県外旅費、日当の日帰り分の返上、それから７月、１８年の７月からこの５％カットと

いう中で、それぞれ職員の皆さんの浄財と、私は思ってます。それはそれで厳しい財政事情で、

また中期財政計画含めて厳しい危機を乗り切ろうと、そういう意志の中で皆さんがみずから決定

したと思ってます。 

 しかしながら、この間、この浄財がどのように使われてきたのか、また、どういうものにね、

やはり市民、当然市民サービス向上や、やはりそういう願いに使われたと思いますけれども、こ

ういう部分につきましては、私はきちっとした明確な使い方というのが望まれていると思います

し、全国的に見ましてもそういう部分がございます。 

 したがいまして、こういう、私は反対ではございませんが、こういうものをきちっと削減して

いくならば、そのものをどういう形で使っていくのか、また、どういうものに使いますよという

方針をやはり出すべきであろうと思いますし、それがそういう気持ちを出してくれた皆さんのわ

かりやすい気持ちが出やすいと思ってますから、寄附だって、特別寄附を含めて、そういう部分

できちっとした使い使途を決めてるわけでありますから、その点はね、ちょっとお聞きしないと、

ちょっと納得できない、そう思ってますので、返答お願いします。 

○議長（三重野精二君）  総務部長。 

○総務部長（大久保眞一君）  確かに議員の御指摘のように財政状況が大変厳しい中で５％カット

するということでございますので、その分の使途についても明確にするということは正しいんだ

ろうというように思っておりますが、なかなかその部分はどれに使うんだということは、お示し

をすることが非常に難しいというのが現状であります。基金に積立をするということも一つの方

法でありましょうし、あるいは市民の福祉健康のためにそれを充当したんだということも必要で

ありましょうし、やはり現状の財政の状況の中で、それを回避するためにその財源を使っている
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ということしかお答えができないのかなというように思っております。 

○議長（三重野精二君）  佐藤郁夫君。 

○議員（５番 佐藤 郁夫君）  答弁は求めません。しかしながら、こういう議案をきちっと出し

ていくときに議論をやはりしておかないと、今総務部長答弁されたようで、なかなかそれは使途

も含めて出しにくい部分を私も承知しておりますけれども、こういうことが特別であるというこ

とがやはり大事なんでありまして、これをやはり当たり前だという考え方がどうかなと思います

し、そういう状況ではないだけに、きちっとした使途というものも条例を制定していく場合には、

やはり出すのが私は正しい道だろうと思ってますので、今後そういう面も含めて十分な課内協議、

また市長と皆さんと協議をされて、きちっとした形の市民にわかりやすい、また使い方というの

はね、必要だろうと思ってますので、この点は強く要望しておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第４７号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、追加日程第２、議案第４８号損害賠償の額の決定についてを議題として質疑を行います。

質疑はありませんか。１２番、藤柴厚才君。 

○議員（１２番 藤柴 厚才君）  課長にお聞きをいたします。 

 九州林産株式会社に薬品の流出によって養殖場のアユが５万匹死滅したという、その補償金の

確定が１３２万９,０００円──９,９９３円ですか──ということですけども、当初全員協議会

でちょっとこの事故が起こったときに、説明を受けたときに、保険の関係があって、まだ損害賠

償の件については今協議中という話をお聞きしたんですけれども、これは保険の関係というのは、

全く対象になってないのか、そしてまた、九州林産株式会社と円満に決定したということですか

ら、円満に解決をしたとは思うわけでございますけれども、話に聞くところによりますと、これ

を一つの契機に養殖場を廃止をして、もうそこでは養殖をしないということも、ちょこっと私聞

いたわけでありますから、そこら辺の兼ね合いといいますか、円満解決をほんとにしたのかどう
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か、この金額でいいのか、そこら辺をもう１回確認をしたいと、このように思います。 

○議長（三重野精二君）  水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  １２番議員さんにお答えをいたします。 

 保険の件ですが、この損害賠償の額が承認をされますれば示談書を結びまして、その示談書で

添付をして保険のほうに提出をすることになります。今は保険の見込みだから、見込みでありま

すが、１１９万９,４３５円が保険で、それから免責の５万円を引いた１１４万９,４３５円が保

険から出ろうということで、今見込みでありますが、そういうことでございます。 

 円満解決をしたかちゅことなんですが、もう九州林産のほうも今の私どもと協議をしたこの金

額において、それ以上のこと等は別に要求等はしないということでございます。これが決まれば

早々に示談書は結びたいと思っております。と、その他の職種っていうんですか、かわる云々と

いうことにつきましては、私はまだ今聞いておりません。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  ２０番、吉村幸治君。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  １２番議員とちょっと重なる部分もあるんですけども、この額

の決定ですね、３円まで出るというような、その算出基準ですね、この辺がいま一つ不明瞭であ

るという点がありますので、どうしてこのはしたまでが出たのかということを、まず１点再度お

聞きしたいということ。 

 それから、職員の過失であるということを市長が認めたわけですけども、その話の中で、職員

の厳重なる処分をするという御発言を聞いたんですが、監督責任としてですね、市長、副市長の

ですね、この辺の責任はどう考えておるのかということが２点目。 

 それから、この支出を保険から下りるということなんですけれども、またこの補正を組んで、

この議会中３回も補正が出て、非常に見苦しい議案の提案方法になっておるんですが、また補正

を出すんですか。その点を含めて３点お願いします。 

○議長（三重野精二君）  市長。 

○市長（首藤 奉文君）  きょうの全員協議会でもお話したとおりでありまして、私も監督者とし

て責任も感じております。過失を犯した職員ともども考えてまいりたいと思います。 

○議長（三重野精二君）  水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。２０番議員にお答えをいたします。 

 額の決定の端数なんですが、仕入れ及び売るときにそれぞれに、消費税がついております。そ

の消費税を積み上げたときに、この端数がつくようになりました。 

 補正につきましては、今前回の補正で総係費のほうに補償費の節がございませんでしたので、

補償費の節を設けらしていただきました。これにつきまして支払い等、今後ですが、予備費から
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その補償費のほうへ充用をして支払いをしたいと思います。受け入れにつきましては雑入で受け

入れをしたいと思っております。 

○議長（三重野精二君）  ２０番、吉村幸治君。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  ということは、一般会計じゃなくて水道会計の中から出すとい

うことなんですね。 

○水道課長（目野 直文君）  そうです。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  それと水道会計の補正予算をまた、この議決をいただいた後に

提出するんですか。 

○議長（三重野精二君）  水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  水道会計の中から出します。 

 今申しましたように、この金額を御承認いただければ、予備費からの充用と雑入への歳入の対

応ということになります。 

○議員（２０番 吉村 幸治君）  決算報告だけよね。 

○水道課長（目野 直文君）  そうです。 

○議長（三重野精二君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第４８号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、追加日程第３、議案第４９号平成２０年度由布市一般会計補正予算（第７号）について

を議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第４９号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立
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を求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、追加日程第４、発議第１号協同労働の協同組合法（仮称）の速やかな制定を求める意見

書についてを議題として、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  討論なしと認めます。 

 これより、発議第１号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔議員23名中起立23名〕 

○議長（三重野精二君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第５．閉会中の継続審査・調査申出書 

○議長（三重野精二君）  次に、追加日程第５、閉会中の継続審査・調査申出書の件を議題としま

す。各常任委員会及び議会運営委員会の各委員長から会議規則第１０４条の規定により、お手元

に配付しておりますように閉会中の継続審査・調査の申し出があります。 

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査・調査とすることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続審査・調査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第６．議員派遣の件について 

○議長（三重野精二君）  次に、追加日程第６、議員派遣の件についてを議題とします。 

 会議規則第１５９条の規定により、お手元に配付いたしました内容で議員を派遣することにし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  異議なしと認めます。よって、議員派遣の件については、お手元に配付

いたしました内容で議員を派遣することに決定しました。 
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────────────・────・──────────── 

○議長（三重野精二君）  以上で、今期定例会の議事日程はすべて終了いたしました。 

 市長、閉会あいさつ。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  平成２１年第１回定例会の閉会に当たりまして、一言お礼のごあいさつ

を申し上げます。 

 去る２月２６日に開会されました定例会も、本日をもって閉会となります。議員各位には長期

間にわたり議案等を精力的に、また慎重に御審議をいただき、まことにありがとうございました。 

 今議会において御提案申し上げました報告、承認、議案につきましては、第７号、第８号議案

を除きまして、それぞれ承認、御可決をいただきましたことに対して、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、寒さも和らぎまして、春が到来をしているわけでございますが、ことしは桜の開花も例

年になく早めのようでございます。この３月末も、また由布市におきまして多くの部課長が定年

退職をいたしますが、また４月には新進気鋭の職員も採用いたしているところでございます。平

成２１年度に向けて、私ども確実なスタートを切ってまいりたいと考えております。 

 世界的に金融危機が続く中、景気後退が一段と深刻になっておりまして、我が国における景気

や雇用情勢等非常に厳しいものとなっております。国における各種対策について注視しながら、

これからも対応してまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、内外ともに大変厳しいときでございます。施政方針で申し上げまし

たように、その施策を全職員一丸となって進めてまいる決意でございます。 

 新年度におきましても、議員皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げますとともに、皆様に

おかれましては健康に十分御留意なされまして、議員活動にお励みいただきたいと思います。 

 終わりになりましたが、今議会、大変お疲れでございました。ありがとうございました。心か

らお礼を申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（三重野精二君）  閉会に当たり、一言お礼のごあいさつを申し上げます。 

 去る２月２６日より本日までの今議会は、国の予算関係等の審議経過を踏まえての議会運営で

あっただけに、日程調整、さらには長期にわたっての議会審議に、議員各位に感謝を申し上げま

す。 

 いよいよ２０年度も残すところ１０日余りとなりました。とりわけ今議会で早期に可決しまし

た２０年度事業の完全実施、さらに定額給付金や景気対策の地域活性化生活対策事業などは、

１日も早く市民や関係者にその効果があらわれるように、早急かつ緊急に対応をお願いする所存

であります。 

 また、議長として、執行部に対して審議に当たり、修正、変更、差しかえなど多かったことは、
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まことに遺憾であり、チェック機能の充実と、議案、提案などの重要性を改めて認識をしていた

だきますようお願いをします。 

 なお、審議の中での多くの意見につきましては、真摯にかつ敏速な対応をよろしくお願い申し

上げます。 

 議員各位には２１年度がスタートいたしますが、何かと御多忙のことと思いますが、健康に十

分御留意の上、ますますの議員活動にお励みいただきますように念じ、今議会の閉会に当たりま

して、お礼のごあいさつといたします。 

 本当にありがとうございました。 

 これにて、平成２１年第１回由布市議会定例会を閉会します。 

午後３時00分閉会 

────────────────────────────── 

○議長（三重野精二君）  ここで、今年度いっぱいで退職をされます執行部の本日議場に出席の職

員に一言ずつ退職のごあいさつをいただきます。 

 進行、議会事務局長にさせます。 

○議会事務局長（野上 安一君）  では、私のほうから順不同でお願いしたいと思います。最初に

大久保総務部長、高田教育次長、後藤挾間振興局長、荻産業建設部長、立川福祉事務所長、川野

庄内振興局長、甲斐農業委員会事務局長。 

 以上の順でお願いを、１人ずつ、数分間、数秒間でもいいんですが（笑声）お願いいたします。 

○総務部長（大久保眞一君）  今月末をもちまして、４１年間の公務員生活を終えることになりま

した。 

 これまでいろんなことがありましたが、私にとりましてやはり、１番の思い出深いことは、や

はり３町の合併であったのかなというふうに思っております。合併については、これからいろん

な形で検証されるんだろうというふうに思っておりますが、この合併によりまして、多くの方々

と新たな出会いがあったということは、私にとりまして、この上ない財産であります。 

 人生は回顧なりと申しますが、このことを大事にしながら、今後の人生を過ごしていきたいと

いうふうに思っております。 

 大変長い間お世話になりました。ありがとうございました。（拍手） 

○教育次長（高田 英二君）  教育次長の高田でございます。私は昭和５０年に、当時の町長から

拾われたような形で奉職いたしました。以来、３４年と３カ月になりますが、勤めてまいりまし

た。 

 特に私が思い出すのは、平成になってからですが、いろいろな町の動きの中で、湯布院が発展

していったことを思い出します。なおかつ、この由布市になってから、合併という形になるとは
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思いませんでしたけど、合併に至りました。でも、私としては精いっぱい湯布院のため、由布市

のために努めてきたつもりでございます。 

 これからも皆さん方の御活躍を祈ります。どうもありがとうございました。（拍手） 

○挾間振興局長（後藤  巧君）  挾間振興局長です。私は昭和４５年に挾間町役場に奉職しまし

て、３８年と半年間在籍をいたしました。この議場を、きょう去るわけなんですけど、三重野議

長の閉会宣言をしましたのが肩の荷がふっと下りたような感じがします。 

 この議場も私１２年、出席をさせていただきました。非常に思い出のある議場でございます。

由布市になっても改築担当をやっておりましたし、本当にこの議場を去っていくのが何か心残り

の点もいろいろあります。 

 本当に長い間ありがとうございました。（拍手） 

○産業建設部長（荻  孝良君）  産業建設部長の荻でございます。私も総務部長と同じように

４１年間の公務員生活でございました。その中で特に思い出深いのは、昭和５０年４月２１日の

大分県中部地震、それからずっと現業職でやってきました。 

 その中で、昨年は始めて災害のない年を迎えて、災害のないまま退職ができるということにつ

いて非常に感慨深いものを持っております。また、きのう大きな災害があったわけですが、私ど

もの自治区もきのう総会がございまして、４月１日からの自治委員を拝命いたしております。 

 大変長いこと、いろいろありがとうございました。（拍手） 

○健康福祉事務所長（立川 照夫君）  健康福祉事務所の立川でございます。議員の皆様とのやり

取り、大変思い出深いものがあります。 

 大変ありがとうございました。（拍手） 

○庄内振興局長（川野 雄二君）  庄内振興局長の川野です。１年早いのですが、退職させてもら

うことになりました。 

 皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。（拍手） 

○農業委員会事務局長（甲斐 裕一君）  農業委員会事務局長の甲斐でございます。私、４０年で

ございますけど、実際のところ３９年と９カ月、頑張ってまいりました。この間、私は大分郡、

一枚岩という時代に住まさせていただきました。本当に議員さん方、それから職員の間、まだほ

んとに一丸となって大分郡を支えてきたと思っております。 

 その中で、野津原がああいうふうになりましたけど、１７年の１０月に３町が合併いたしまし

た。その中で私は、ずっと思ってきたことは、地域で青少年の健全育成、これをひとつ自分の胸

に刻んで仕事をしてまいったつもりでございます。 

 その中で、私も２０数年間、子どもたちとつきあってきましたけど、その地域を担うのはやは

り子どもだと思っております。子どもの育て方一つで、その地域がかわると思っております。こ
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れからも一市民になりますけど、そういうことを心がけながら頑張っていきたいなと思っており

ます。 

 どこかでお会いしましたら、声をかけていただければ幸いに思います。 

 いろいろ、長い間、ありがとうございました。（拍手）（「どうもありがとうございました」

と呼ぶ者あり）（拍手） 

○議会事務局長（野上 安一君）  あと公務で太田湯布院振興局長がちょっと火災の公務のほうで

来ておりません。 

 以上、部長と庄内庁舎の部課長の皆さんの御紹介でございました。 

 以上で終わります。 

○議長（三重野精二君）  議員の皆さん、ちょっと全協室へお集まりをいただきたいと思います。 
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